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規 
 

則 
 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
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平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

 

爪 

龍
太
郎 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
教
育

委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
九
の
一
大
学
卒
の
部
６
大
学
四
卒
の
項
学
歴
免
許
等
の
資
格
の
欄
中
⑵
を
削
り
、
⑶
を

⑵
と
し
、
⑷
を
⑶
と
し
、
⑸
を
⑷
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
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規 
 

則 
 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

 

爪 

龍
太
郎 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号 

 
 

 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



別表第１（第３条関係）
 教育職給料表(2)の適用を受ける者

 
職員の区分

　        職務の級
 号給

１　級 ２　級 特２級 ３　級 ４　級

円 円 円 円 円
１ から ４ まで 2,000 2,100 3,500 4,200 6,800
５ から ８ まで 2,000 2,300 3,700 4,400 6,900
９ から 12 まで 2,100 2,400 3,800 4,500 7,100
13 から 16 まで 2,200 2,500 4,000 4,900 7,200
17 から 20 まで 2,300 2,600 4,300 5,100 7,400

21 から 24 まで 2,400 2,800 4,500 5,200 7,500
25 から 28 まで 2,600 2,900 4,700 5,400 7,600
29 から 32 まで 2,700 3,000 4,900 5,500 7,700
33 から 36 まで 2,800 3,200 5,100 5,700 7,900
37 から 40 まで 2,900 3,300 5,300 5,900 8,000

41 から 44 まで 3,100 3,500 5,400 6,000 8,000
45 から 48 まで 3,200 3,700 5,600 6,100 8,000
49 から 52 まで 3,300 3,800 5,700 6,300 8,000
53 から 56 まで 3,400 4,100 5,800 6,400 8,000
57 から 60 まで 3,500 4,300 6,000 6,600

61 から 64 まで 3,600 4,500 6,100 6,800
65 から 68 まで 3,700 4,800 6,300 6,900
69 から 72 まで 3,800 4,900 6,400 7,000

再任用教育
職員以外の
教育職員

73 から 76 まで 3,900 5,100 6,500 7,100
77 から 80 まで 4,000 5,300 6,700 7,200

81 から 84 まで 4,100 5,400 6,800 7,300
85 から 88 まで 4,100 5,500 6,900 7,400
89 から 92 まで 4,200 5,600 6,900 7,500
93 から 96 まで 4,300 5,800 7,000 7,500
97 から 100 まで 4,400 5,900 7,200 7,600

101 から 104 まで 4,400 6,100 7,200 7,700
105105 からから 108108 までまで 4 5004,500 6 2006,200 7 2007,200 7 7007,700
109 から 112 まで 4,500 6,300 7,300 7,800
113 から 116 まで 4,600 6,400 7,900
117 から 120 まで 4,700 6,500 7,900

121 から 124 まで 4,700 6,600
125 から 128 まで 4,800 6,700
129 から 132 まで 6,800
133 から 136 まで 6,900
137 から 140 まで 6,900

141 から 144 まで 6,900
145 から 148 まで 7,000
149 から 152 まで 7,100
153 から 156 まで 7,200
157 から 160 まで 7,200

161 7,200
再任用教育職員 3,200 3,800 4,500 5,100 6,400



別表第２（第３条関係）
 教育職給料表(1)の適用を受ける者

 
職員の区分

　        職務の級
 号給

１　級 ２　級 特２級 ３　級 ４　級

円 円 円 円 円
１ から ４ まで 2,000 2,500 3,500 5,100 6,800
５ から ８ まで 2,000 2,600 3,700 5,200 6,900
９ から 12 まで 2,100 2,800 3,800 5,400 7,100
13 から 16 まで 2,200 2,900 4,000 5,500 7,200
17 から 20 まで 2,300 3,000 4,300 5,700 7,400

21 から 24 まで 2,400 3,200 4,500 5,900 7,500
25 から 28 まで 2,600 3,300 4,700 6,000 7,600
29 から 32 まで 2,700 3,500 4,900 6,100 7,700
33 から 36 まで 2,800 3,700 5,100 6,300 7,900
37 から 40 まで 2,900 3,800 5,300 6,400 8,000

41 から 44 まで 3,100 4,100 5,400 6,600 8,000
45 から 48 まで 3,200 4,300 5,600 6,800 8,000
49 から 52 まで 3,300 4,500 5,700 6,900 8,000
53 から 56 まで 3,400 4,800 5,800 7,000 8,000
57 から 60 まで 3,500 4,900 6,000 7,100 8,000

61 から 64 まで 3,600 5,100 6,100 7,200 8,000
65 から 68 まで 3,700 5,300 6,300 7,300
69 から 72 まで 3,800 5,400 6,400 7,400

再任用教育
職員以外の
教育職員

73 から 76 まで 3,900 5,500 6,500 7,500
77 から 80 まで 4,000 5,600 6,700 7,500

81 から 84 まで 4,100 5,800 6,800 7,600
85 から 88 まで 4,100 5,900 6,900 7,700
89 から 92 まで 4,200 6,100 6,900 7,700
93 から 96 まで 4,300 6,200 7,000 7,800
97 から 100 まで 4,400 6,300 7,200 7,900

101 から 104 まで 4,400 6,400 7,200 7,900
105105 からから 108108 までまで 4 5004,500 6 5006,500 7 2007,200
109 から 112 まで 4,500 6,600 7,300
113 から 116 まで 4,600 6,700
117 から 120 まで 4,700 6,800

121 から 124 まで 4,700 6,900
125 から 128 まで 4,800 6,900
129 から 132 まで 4,900 6,900
133 から 136 まで 4,900 7,000
137 から 140 まで 4,900 7,100

141 から 144 まで 5,000 7,200
145 から 148 まで 5,100 7,200
149 から 152 まで 5,100 7,200

153 5,100
再任用教育職員 3,200 3,800 4,500 5,100 6,400



 
 

 

附 

則 

 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 
 

教
育
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

 

爪 

龍
太
郎 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号 

 
 

 

教
育
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

教
育
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

本
則
中
「
一
・
五
」
を
「
一
・
二
五
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
調
整
基
本
額
の
欄
中
「1

2
,
2
0
0
 

」
を
「1

2
,
1
0
0
 

」
に
、
「1

3
,
2
0
0
 

」
を
「1

3
,
1
0
0 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の
改
正
規
定
は
、

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

円
円

円
 

円
 



規 
 

則 
 

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

 

爪 

龍
太
郎 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号 

 
 

 

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規

●
●
●
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

七 

切
替
日
以
降
に
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給 

●
●
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
で
な
く
な
っ
た
職
員 

 

第
四
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
（
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。
）
に
お
い
て
減
額
改
定
対
象
外
職
員
（
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
に
規
定
す
る

減
額
改
定
対
象
外
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
職
員
（
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
教

育
委
員
会
が
定
め
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
百
分
の

九
十
九
・
七
七
」
を
「
に
百
分
の
九
十
九
・
五
三
」
に
、
「
額
）
）
」
を
「
額
）
」
に
改
め
、
「
も

の
」
の
下
に
「
（
前
条
第
七
号
に
掲
げ
る
職
員
（
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

っ
た
職
員
を
除
く
。
）
及
び
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
あ
っ
て

切
替
日
の
前
日
に
給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
又
は
初
任
給
基
準
異
動
が
あ
っ
た
も
の
と
し

た
場
合
（
切
替
日
以
降
に
こ
れ
ら
の
異
動
が
二
回
以
上
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
切
替
日
の
前

日
に
そ
れ
ら
の
異
動
が
順
次
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
同
条
第
七

号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
（
切

替
日
以
降
に
こ
れ
ら
の
異
動
が
二
回
以
上
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
切
替
日
の
前
日
に
そ
れ
ら

の
異
動
が
順
次
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
（
施
行
日
に
お
い
て

減
額
改
定
対
象
外
職
員
以
外
の
職
員
（
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
者
を

含
む
。
）
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
教
育
委
員
会
の
定
め
る
額
に
百
分
の
九
十
九
・
七
七
」

を
「
に
百
分
の
九
十
九
・
五
三
」
に
、
「
額
）
）
」
を
「
額
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
（
施
行
日
に
お
い
て
減
額
改
定
対
象
外
職
員
以
外
の
職
員
（
任
用
の
事
情

等
を
考
慮
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
給
料
月
額



に
相
当
す
る
額
又
は
当
該
教
育
委
員
会
の
定
め
る
額
に
百
分
の
九
十
九
・
七
七
」
を
「
に
百
分
の

九
十
九
・
五
三
」
に
、
「
額
）
）
」
を
「
額
）
」
に
改
め
、
「
な
る
も
の
」
の
下
に
「
（
第
三
条

第
七
号
に
掲
げ
る
職
員
及
び
切
替
日
の
前
日
に
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に

同
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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則 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
に
支
給
す
る
学
校
職
員
の
期
末
手
当
の
特
例
措
置
に
関
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
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平
成
二
十
二
年
十
二
月
に
支
給
す
る
学
校
職
員
の
期
末
手
当
の
特
例
措
置
に
関
す
る
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成

二
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
七
号
。
以
下
「
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
平
成
二

十
二
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
特
例
措
置
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。 

（
調
整
対
象
職
員
と
な
っ
た
者
の
改
正
条
例
附
則
第
四
項
第
一
号
の
給
料
等
の
月
額
の
算
定
の

基
準
と
な
る
日
の
特
例
） 

第
二
条 

改
正
条
例
附
則
第
四
項
第
一
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
平
成
二
十
二

年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
（
同
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
つ
い
て
改
正
条
例
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例

第
三
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
後
段
又
は
第
十
三
条
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
。

以
下
「
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
に

あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
。
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）

ま
で
の
期
間
の
全
期
間
が
学
校
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
又
は
人
事
交
流
等
に
よ
り
次
に
掲

げ
る
者
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
で
あ
る
者
と
す
る
。 

一 

条
例
の
適
用
を
受
け
な
い
県
費
支
弁
の
常
勤
の
職
員
又
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員 

二 

公
庫
等
の
役
職
員
（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第

十
八
号
）
第
八
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
職
員
又
は

同
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
役
員
を
い

う
。
） 

三 

国
、
特
定
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職



員 
四 
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十

二
号
。
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十

三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者 

２ 

改
正
条
例
附
則
第
四
項
第
一
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月

二
日
（
同
日
か
ら
基
準
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
新
た
に
学
校
職
員
と
な
っ
た
日
（
当
該
期
間

に
お
い
て
、
学
校
職
員
が
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
と
な
り
、

引
き
続
き
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
勤
務
し
た
後
、
引
き
続
い
て
学
校
職
員
と
な
っ
た
場

合
に
お
け
る
当
該
日
を
除
く
。
）
が
あ
る
場
合
は
当
該
日
（
当
該
日
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、

当
該
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
）
）
か
ら
基
準
日
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
調
整
対
象
職
員
（
改
正

条
例
附
則
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
調
整
対
象
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
っ
た
日

の
う
ち
最
も
早
い
日
と
す
る
。 

（
在
職
し
な
か
っ
た
期
間
等
が
あ
る
学
校
職
員
の
改
正
条
例
附
則
第
四
項
第
一
号
の
月
数
の
算

定
） 

第
三
条 

改
正
条
例
附
則
第
四
項
第
一
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る

期
間
と
す
る
。 

一 

学
校
職
員
と
し
て
在
職
し
な
か
っ
た
期
間
（
基
準
日
ま
で
引
き
続
い
て
在
職
し
た
期
間
以

外
の
在
職
し
た
期
間
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
基
準
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
、
学
校
職
員
が
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
と
な
り
、

引
き
続
き
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
勤
務
し
た
後
、
引
き
続
い
て
学
校
職
員
と
な
り
、

基
準
日
ま
で
引
き
続
き
在
職
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
と
な
る
前
の
学

校
職
員
と
し
て
引
き
続
き
在
職
し
た
期
間
以
外
の
も
の
を
含
み
、
同
月
か
ら
こ
の
規
則
の
施

行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
間

の
月
の
中
途
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
条
に
お
い
て

「
条
例
の
適
用
を
受
け
な
い
県
費
支
弁
の
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
者
か
ら
人
事
交

流
等
に
よ
り
引
き
続
き
新
た
に
学
校
職
員
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
新
た
に
学
校
職
員
と

な
っ
た
月
の
初
日
か
ら
新
た
に
学
校
職
員
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
の
う
ち
条
例

の
適
用
を
受
け
な
い
県
費
支
弁
の
職
員
等
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
職
員
等
期
間
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
） 

二 

休
職
期
間
（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間
（
給
料
の

全
額
を
支
給
さ
れ
て
い
た
期
間
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
、
専
従
休
職
期
間
（
法
第
五
十
五

条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
て
い
た
期
間
を
い
う
。
）
、
非
常
勤
職

員
期
間
（
職
員
条
例
第
二
十
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
を
い

う
。
）
、
育
児
休
業
期
間
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律



第
百
十
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り

育
児
休
業
を
し
て
い
た
期
間
を
い
う
。
）
、
育
児
短
時
間
勤
務
等
期
間
（
育
児
休
業
法
第
十

条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
及
び
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短

時
間
勤
務
を
し
て
い
た
期
間
を
い
う
。
）
、
派
遣
期
間
（
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等

に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
一
号
）
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期
間
（
給
料
の
全
額
を
支
給
さ
れ
て
い
た
期

間
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
、
公
益
的
法
人
等
派
遣
期
間
（
公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
第
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期
間
（
給
料
の
全
額
を
支
給
さ
れ
て
い
た
期
間

を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
、
自
治
法
派
遣
期
間
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期
間
（
給
料
の
全
額

を
支
給
さ
れ
て
い
た
期
間
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
若
し
く
は
大
学
院
修
学
休
業
期
間
（
教

育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学

院
修
学
休
業
を
し
て
い
た
期
間
を
い
う
。
）
又
は
職
員
等
期
間
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す

る
期
間 

三 

停
職
期
間
（
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間
を
い
う
。
）
又
は

職
員
等
期
間
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
期
間 

四 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
第
三
十
二
条
若

し
く
は
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十

八
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
を
減
額
さ
れ
た
期
間
又
は
職
員
等
期
間
に
お

け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
期
間 

五 

条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
職
員
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

給
与
を
減
額
さ
れ
た
期
間
又
は
職
員
等
期
間
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
期
間 

六 

調
整
対
象
職
員
以
外
の
学
校
職
員
で
あ
っ
た
期
間
又
は
職
員
等
期
間
に
お
け
る
こ
れ
に

相
当
す
る
期
間 

２ 

改
正
条
例
附
則
第
四
項
第
一
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
月
数
は
、
平
成
二
十
二
年
四

月
か
ら
施
行
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
各
月
の
う
ち
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
月
の
数

と
す
る
。 

一 

前
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
期
間
の
あ
る
月 

二 

前
項
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
期
間
の
あ
る
月
（
前
号
に
該
当
す
る
月
を
除
く
。
）

で
あ
っ
て
、
そ
の
月
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
料
の
額
（
職
員
等
期
間
の
あ
る
月
に
あ
っ
て

は
、
給
料
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
の
額
の
合
計
額
）
が
改
正
条
例
附
則
第
四
項
第
一
号

に
規
定
す
る
合
計
額
に
百
分
の
○
・
一
六
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
六
条
に
お
い
て
「
附
則
第

四
項
第
一
号
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た
な
い
も
の 

 

（
改
正
条
例
附
則
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
調
整
額
に
含
め
な
い
学
校
職
員
） 



第
四
条 

改
正
条
例
附
則
第
四
項
第
二
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
平
成
二
十
二
年

六
月
一
日
に
お
い
て
調
整
対
象
職
員
で
あ
っ
た
者
の
う
ち
、
同
日
か
ら
基
準
日
ま
で
の
期
間
引

き
続
き
在
職
し
た
学
校
職
員
（
当
該
期
間
の
全
期
間
が
学
校
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
又
は

人
事
交
流
等
に
よ
り
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
で
あ
る
者
を

含
む
。
）
以
外
の
学
校
職
員
と
す
る
。 

（
条
例
の
適
用
を
受
け
な
い
県
費
支
弁
の
職
員
等
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
新
た
に
学
校
職

員
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
の
特
例
） 

第
五
条 

改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
条
例
の
適
用
を
受
け
な

い
県
費
支
弁
の
職
員
等
と
す
る
。 

２ 

改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
人
事
交
流
等
に
よ
り
新
た

に
学
校
職
員
と
な
っ
た
者
と
す
る
。 

３ 

改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
学
校
職
員
が
職
員
等
（
同
項

に
規
定
す
る
職
員
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
期
間
に
つ
い
て
、

当
該
職
員
等
に
係
る
給
与
に
関
す
る
条
例
又
は
規
程
の
改
正
条
例
附
則
第
四
項
各
号
の
規
定

に
相
当
す
る
規
定
の
例
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
調
整
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
、
職
員
等
で
あ
っ
た
者
が
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
新
た
に
学
校
職
員
と
な

っ
た
日
の
前
日
を
当
該
相
当
す
る
規
定
の
例
に
お
け
る
基
準
日
に
相
当
す
る
日
と
み
な
す
。 

（
端
数
計
算
） 

第
六
条 

附
則
第
四
項
第
一
号
基
礎
額
又
は
改
正
条
例
附
則
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
一
円

未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

（
雑
則
） 

第
七
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に

関
す
る
特
例
措
置
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
埼
玉
県
人
事
委
員

会
と
協
議
し
て
定
め
る
。 

 
 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



規 
 

則 

 
埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

 

爪 

龍
太
郎 

 
 

 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号 

 

 
 

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則

第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                      



 

 
別
表
（
第
三
条
関
係
） 

名 
 

 
 

 
 

 

称 

課 

程 

学 

科  

男
・
女 

・
共
学 

の
別 

生 
 

 

徒 
 

 

定 
 

 

員 

一 

年 

二 

年 

三 

年 

四 

年 

計 

 

埼

玉

県

立

浦

和

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

男 

一
、
一
二
〇 

 
 

定
時
制 

普
通
科 

男 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

一
六
〇 

 

埼

玉

県

立

熊

谷

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

男 

三
六
〇 

三
六
〇 

三
六
〇 

 
 

一
、
〇
八
〇 

 
 

定
時
制 

普
通
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

一
六
〇 

 

埼

玉

県

立

川

越

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

男 

三
六
〇 

三
六
〇 

三
六
〇 

 
 

一
、
〇
八
〇 

 

埼

玉

県

立

春

日

部

高

等

学

校 
全
日
制 

普
通
科 

男 

三
六
〇 

三
六
〇 

三
六
〇 

 
 

一
、
〇
八
〇 

 
 

定
時
制 

普
通
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

三
二
〇 

 

埼

玉

県

立

松

山

高

等

学

校 

全
日
制 
普
通
科 

男 

三
二
〇 

三
二
〇 

三
二
〇 

 
 

九
六
〇 

 
 

 
理
数
科 

男 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

定
時
制 

普
通
科 

共 
 

 
 

 
 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

一
二
〇 

 

埼

玉

県

立

川

口

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 
共 

三
二
〇 

三
六
〇 

三
二
〇 

 
 

一
、
〇
〇
〇 

 

埼
玉
県
立
浦
和
第
一
女
子
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

女 
三
六
〇 

四
〇
〇 

三
六
〇 

 
 

一
、
一
二
〇 

 
 

定
時
制 

普
通
科 

女 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

一
六
〇 

 

埼
玉
県
立
熊
谷
女
子
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

女 

三
六
〇 
三
六
〇 

三
六
〇 

 
 

一
、
〇
八
〇 

 
 

定
時
制 

普
通
科 

女 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
〇 

四
〇 

八
〇 

 

埼
玉
県
立
川
越
女
子
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

女 

三
六
〇 

三
六
〇 
三
六
〇 

 
 

一
、
〇
八
〇 

 

埼

玉

県

立

進

修

館

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

一
二
〇 

 
 

 

総
合
学 

科 

共 

 

六
八
〇  

 
 

 

電
気
シ 

ス
テ
ム 

科 

共 

  
一
二
〇   

 
 

 

情
報
メ 

デ
ィ
ア 

科 

共 

  

一
二
〇   

 
 

 

も
の
づ 

く
り
科 

共 

 

一
二
〇  

 

埼
玉
県
立
春
日
部
女
子
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

女 

二
八
〇 

二
八
〇 

二
八
〇 

 
 

八
四
〇 

 
 

 

外
国
語 

科 

女 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 

埼
玉
県
立
松
山
女
子
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

女 

三
二
〇 

三
二
〇 

三
二
〇 

 
 

九
六
〇 

 

埼
玉
県
立
深
谷
第
一
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
二
〇 

三
二
〇 

 
 

九
六
〇 

 

埼
玉
県
立
鴻
巣
女
子
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

女 

一
二
〇 

一
二
〇 

一
二
〇 

 
 

三
六
〇 

 
 

 

保
育
科 

女 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 

家
政
科 

学
科 

女 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  



 

 

埼
玉
県
立
誠
和
福
祉
高
等
学
校 

 

全
日
制 

 

総
合
学 

科 

共 

 

三
六
〇  

 
 

 

福
祉
科 

共 

二
四
〇 

 

埼

玉

県

立

常

盤

高

等

学

校 

全
日
制 

看
護
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 

 
 

専
攻
科 

看
護
専 

攻
科 

共 

 

八
〇  

八
〇  

  
 

 
 

一
六
〇  

 

埼

玉

県

立

浦

和

西

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
六
〇 

三
六
〇 

三
六
〇 

 
 

一
、
〇
八
〇 

 

埼

玉

県

立

不

動

岡

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

九
六
〇 

 
 

 

外
国
語 

科 

共 

 

一
二
〇  

 

埼

玉

県

立

本

庄

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
二
〇 

三
二
〇 

 
 

九
六
〇 

 
 

定
時
制 
普
通
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

一
六
〇 

 

埼

玉

県

立

児

玉

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
四
〇 

二
〇
〇 

二
〇
〇 

 
 

六
四
〇 

 
 

定
時
制 

普
通
科 
共 

 
 

 
 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

一
二
〇 

 

埼

玉

県

立

飯

能

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 
共 

二
四
〇 

二
四
〇 

二
四
〇 

 
 

七
二
〇 

 
 

定
時
制 

普
通
科 

共 
四
〇 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

一
六
〇 

 

埼

玉

県

立

越

ケ

谷

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

一
、
〇
〇
〇 

 
 

定
時
制 

普
通
科 

共 

八
〇 
八
〇 

八
〇 

八
〇 

三
二
〇 

 

埼

玉

県

立

久

喜

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

女 

二
八
〇 

二
八
〇 
二
八
〇 
 

 

八
四
〇 

 
 

定
時
制 

普
通
科 

共 

四
〇 

四
〇 
四
〇 

四
〇 

一
六
〇 

 

埼

玉

県

立

小

川

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
四
〇 

二
四
〇 

二
四
〇 

 
 

七
二
〇 

 
 

定
時
制 

普
通
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 
四
〇 

一
六
〇 

 

埼

玉

県

立

秩

父

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
四
〇 

二
四
〇 

二
四
〇 

 
 

七
二
〇 

 

埼

玉

県

立

大

宮

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
二
〇 

三
二
〇 

 
 

九
六
〇 

 
 

 

理
数
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 

埼

玉

県

立

小

鹿

野

高

等

学

校 

 

全
日
制 

 

総
合
学 

科 

共 

 

三
六
〇  

 

埼

玉

県

立

蕨

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
二
〇 

三
二
〇 

 
 

九
六
〇 

 
 

 

外
国
語 

科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 

埼

玉

県

立

草

加

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
二
〇 

三
二
〇 

 
 

九
六
〇 

 
 

定
時
制 

普
通
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

一
六
〇 

 

埼

玉

県

立

朝

霞

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

一
、
〇
〇
〇 

 
 

定
時
制 

普
通
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

三
二
〇 

 

埼

玉

県

立

岩

槻

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
八
〇 

二
八
〇 

二
八
〇 

 
 

八
四
〇 

 
 

 

国
際
文 

化
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 

埼
玉
県
立

田
松
韻
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

共 
 

 
 

 
 

 

一
六
〇 

 
 

一
六
〇 



 

 
 

 
 

 
 

四
八
〇 

 
埼

玉

県

立

越

谷

北

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
二
〇 

三
二
〇 

 
 

九
六
〇 

 
 

 

理
数
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 

埼

玉

県

立

坂

戸

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
二
〇 

三
二
〇 

 
 

九
六
〇 

 
 

 

外
国
語 

科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 

埼

玉

県

立

吉

川

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
〇
〇 

二
〇
〇 

二
〇
〇 

 
 

六
〇
〇 

 
 

定
時
制 

普
通
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

一
六
〇 

 

埼

玉

県

立

桶

川

高

等

学

校 
全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
二
〇 

三
二
〇 

 
 

九
六
〇 

 

埼

玉

県

立

和

光

高

等

学

校 
全
日
制 

普
通
科 

共 

二
〇
〇 

二
〇
〇 

二
〇
〇 

 
 

六
〇
〇 

 

埼

玉

県

立

越

生

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

一
二
〇 

一
二
〇 

一
二
〇 

 
 

三
六
〇 

 
 

 
美
術
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 

埼

玉

県

立

新

座

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
〇
〇 

二
〇
〇 

二
〇
〇 

 
 

六
〇
〇 

 

埼

玉

県

立

福

岡

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 
共 

 
 

 
 

一
六
〇 

一
六
〇 

 
 

三
二
〇 

 

埼

玉

県

立

八

潮

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 
二
〇
〇 

二
〇
〇 

二
〇
〇 

 
 

六
〇
〇 

 

埼

玉

県

立

川

口

北

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
六
〇 

三
二
〇 

 
 

一
、
〇
〇
〇 

 

埼
玉
県
立
上
尾
鷹
の
台
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

七
二
〇 

 

埼

玉

県

立

志

木

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
八
〇 

三
二
〇 

二
八
〇 
 

 

八
八
〇 

 

埼

玉

県

立

所

沢

北

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
六
〇 

三
六
〇 
三
六
〇 

 
 

一
、
〇
八
〇 

 

埼

玉

県

立

日

高

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

一
六
〇 

一
六
〇 

一
六
〇 

 
 

四
八
〇 

 

埼

玉

県

立

深

谷

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
四
〇 

二
四
〇 

二
四
〇 

 
 

七
二
〇 

 

埼
玉
県
立
栗
橋
北
彩
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

共 
 

 
 

 
 

 

二
〇
〇 

 
 

二
〇
〇 

 
 

 
 

 

四
八
〇 

 

埼

玉

県

立

越

谷

南

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
二
〇 

三
二
〇 

 
 

九
六
〇 

 
 

 

外
国
語 

科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 

埼

玉

県

立

北

本

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
四
〇 

二
四
〇 

二
四
〇 

 
 

七
二
〇 

 

埼

玉

県

立

川

越

南

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
六
〇 

三
六
〇 

三
六
〇 

 
 

一
、
〇
八
〇 

 

埼

玉

県

立

熊

谷

西

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
八
〇 

二
八
〇 

二
八
〇 

 
 

八
四
〇 

 
 

 

理
数
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 

埼

玉

県

立

三

郷

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
四
〇 

二
〇
〇 

二
〇
〇 

 
 

六
四
〇 

 

埼

玉

県

立

草

加

南

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
〇
〇 

二
四
〇 

二
〇
〇 

 
 

六
四
〇 

 
 

 

外
国
語 

科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 

埼
玉
県
立
大
宮
武
蔵
野
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
四
〇 

二
四
〇 

二
四
〇 

 
 

七
二
〇 

 

埼

玉

県

立

富

士

見

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
〇
〇 

二
〇
〇 

一
六
〇 

 
 

五
六
〇 

 

埼
玉
県
立
滑
川
総
合
高
等
学
校 

全
日
制 

総
合
学 

科 

共 

八
四
〇 



 

 

埼
玉
県
立
羽
生
第
一
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
四
〇 

二
八
〇 

二
八
〇 

 
 

八
〇
〇 

 
埼

玉

県

立

上

尾

南

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
八
〇 

三
二
〇 

二
八
〇 

 
 

八
八
〇 

 

埼
玉
県
立
新
座
柳
瀬
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

七
二
〇 

 

埼

玉

県

立

本

庄

北

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 
 

 
 

 

一
六
〇 

一
六
〇 

 
 

三
二
〇 

 

埼
玉
県
立
春
日
部
東
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
二
〇 

二
八
〇 

 
 

九
二
〇 

 
 

 

人
文
科 

共 

四
〇 

四
〇 

八
〇 

 
 

一
六
〇 

 

埼

玉

県

立

白

岡

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
四
〇 

二
八
〇 

二
四
〇 

 
 

七
六
〇 

 

埼

玉

県

立

杉

戸

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
二
〇 

三
二
〇 

 
 

九
六
〇 

 

埼

玉

県

立

川

口

東

高

等

学

校 
全
日
制 

普
通
科 

共 

二
八
〇 

三
二
〇 

二
八
〇 

 
 

八
八
〇 

 

埼

玉

県

立

浦

和

北

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

一
、
〇
〇
〇 

 

埼

玉

県

立

飯

能

南

高

等

学

校 

全
日
制 
普
通
科 

共 

二
八
〇 

二
四
〇 

二
四
〇 

 
 

七
六
〇 

 

埼

玉

県

立

入

間

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 
 

 
 

 

一
六
〇 

一
六
〇 

 
 

三
二
〇 

 

埼

玉

県

立

大

井

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 
共 

一
六
〇 

一
六
〇 

一
六
〇 

 
 

四
八
〇 

 
 

 

体
育
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 

 

埼
玉
県
立
鶴
ケ
島
清
風
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

七
二
〇 

 

埼

玉

県

立

鷲

宮

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
八
〇 
三
二
〇 

二
八
〇 

 
 

八
八
〇 

 

埼

玉

県

立

朝

霞

西

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 
三
六
〇 

三
二
〇 

 
 

一
、
〇
〇
〇 

 

埼

玉

県

立

川

越

西

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
二
〇 
三
二
〇 
 

 

九
六
〇 

 

埼

玉

県

立

所

沢

西

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
六
〇 

三
二
〇 

 
 

一
、
〇
〇
〇 

 

埼

玉

県

立

坂

戸

西

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

一
、
〇
〇
〇 

 

埼

玉

県

立

妻

沼

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

一
六
〇 

一
六
〇 

一
六
〇 

 
 

四
八
〇 

 

埼

玉

県

立

越

谷

西

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
二
〇 

三
二
〇 

 
 

九
六
〇 

 

埼

玉

県

立

大

宮

東

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
四
〇 

二
四
〇 

二
四
〇 

 
 

七
二
〇 

 
 

 

体
育
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 

 

埼

玉

県

立

南

稜

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
八
〇 

二
八
〇 

三
二
〇 

 
 

八
八
〇 

 
 

 

外
国
語 

科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 

埼

玉

県

立

桶

川

西

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
〇
〇 

二
〇
〇 

二
〇
〇 

 
 

六
〇
〇 

 

埼
玉
県
立
所
沢
中
央
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
二
〇 

三
二
〇 

 
 

九
六
〇 

 

埼

玉

県

立

草

加

東

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
八
〇 

三
二
〇 

二
八
〇 

 
 

八
八
〇 

 

埼

玉

県

立

三

郷

北

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
四
〇 

二
八
〇 

二
四
〇 

 
 

七
六
〇 

 

埼

玉

県

立

庄

和

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
〇
〇 

二
四
〇 

二
〇
〇 

 
 

六
四
〇 

 

埼

玉

県

立

幸

手

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 
 

 
 

 

一
六
〇 

一
六
〇 

 
 

三
二
〇 

 

埼

玉

県

立

松

伏

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
〇
〇 

二
〇
〇 

二
〇
〇 

 
 

六
〇
〇 

 
 

 

音
楽
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 

埼
玉
県
立
岩
槻
北
陵
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
〇
〇 

二
〇
〇 

二
〇
〇 

 
 

六
〇
〇 



 

 

埼

玉

県

立

大

宮

南

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
二
〇 

三
二
〇 

 
 

九
六
〇 

 
埼
玉
県
立
狭
山
清
陵
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
四
〇 

二
八
〇 

二
八
〇 

 
 

八
〇
〇 

 

埼

玉

県

立

越

谷

東

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
八
〇 

二
八
〇 

二
八
〇 

 
 

八
四
〇 

 

埼

玉

県

立

宮

代

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
四
〇 

二
四
〇 

二
四
〇 

 
 

七
二
〇 

 

埼

玉

県

立

浦

和

東

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
六
〇 

三
二
〇 

 
 

一
、
〇
〇
〇 

 

埼

玉

県

立

上

尾

橘

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
〇
〇 

二
〇
〇 

二
〇
〇 

 
 

六
〇
〇 

 

埼
玉
県
立
川
越
初
雁
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
四
〇 

二
四
〇 

二
四
〇 

 
 

七
二
〇 

 

埼
玉
県
立
入
間
向
陽
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
六
〇 

三
二
〇 

 
 

一
、
〇
〇
〇 

 

埼

玉

県

立

草

加

西

高

等

学

校 
全
日
制 

普
通
科 

共 

二
四
〇 

二
四
〇 

二
四
〇 

 
 

七
二
〇 

 

埼
玉
県
立
川
口
青
陵
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
八
〇 

二
八
〇 

二
八
〇 

 
 

八
四
〇 

 

埼
玉
県
立
伊
奈
学
園
総
合
高
等
学
校 

全
日
制 
普
通
科 

共 

八
〇
〇 

八
〇
〇 

八
〇
〇 

 
 

二
、
四
〇
〇 

 

埼
玉
県
立
芸
術
総
合
高
等
学
校 

全
日
制 

美
術
科 

共 

一
二
〇 

 
 

 

音
楽
科 
共 

一
二
〇 

 
 

 

映
像
芸 

術
科 

共 

 

一
二
〇  

 
 

 

舞
台
芸 

術
科 

共 

 

一
二
〇  

 

埼
玉
県
立
川
越
工
業
高
等
学
校 

全
日
制 

デ
ザ
イ 

ン
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 
 

 

建
築
科 

共 

四
〇 

四
〇 
四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 

機
械
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 

 
 

 

電
気
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 

化
学
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 

 
 

定
時
制 

普
通
科 

共 
一
六
〇 

 
 

 

工
業
技 

術
科 

共 

 

三
二
〇  

 

埼
玉
県
立
川
口
工
業
高
等
学
校 

全
日
制 

機
械
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 

 
 

 

電
気
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 

 
 

 

情
報
通 

信
科 

共 

 

八
〇  

八
〇  

八
〇  

 
 

二
四
〇  

 
 

定
時
制 

 

工
業
技 

術
科 

共 

 

三
二
〇  

 

埼
玉
県
立
浦
和
工
業
高
等
学
校 

全
日
制 

電
気
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 

 
 

 

機
械
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 

 
 

 

設
備
シ 

ス
テ
ム 

科 

共 

  

四
〇   

四
〇   

四
〇   

 
 

一
二
〇   

 
 

 

情
報
技 

術
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  



 

 

埼
玉
県
立
狭
山
工
業
高
等
学
校 

全
日
制 

機
械
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 

 
 

 

電
気
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 

 
 

 

電
子
機 

械
科 

共 

 

八
〇  

八
〇  

八
〇  

 
 

二
四
〇  

 

埼
玉
県
立
大
宮
工
業
高
等
学
校 

全
日
制 

機
械
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 

 
 

 

電
気
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 

建
築
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 

 
 

 

電
子
機 

械
科 

共 

 

八
〇  

八
〇  

八
〇  

 
 

二
四
〇  

 
 

定
時
制 

 

工
業
技 

術
科 

共 

 

三
二
〇  

 

埼
玉
県
立
久
喜
工
業
高
等
学
校 

全
日
制 
電
気
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 

工
業
化 

学
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 
 

 

機
械
科 
共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 

 
 

 

環
境
科 

学
科 

共 

 
四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 
 

 

情
報
技 

術
科 

共 

 

四
〇  
四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 

埼
玉
県
立
春
日
部
工
業
高
等
学
校 

全
日
制 

機
械
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 
 

 

二
四
〇 

 
 

 

建
築
科 

共 

八
〇 

八
〇 
八
〇 

 
 

二
四
〇 

 
 

 

電
気
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 

 

埼
玉
県
立
熊
谷
工
業
高
等
学
校 

全
日
制 

電
気
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 

建
築
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 

土
木
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 

機
械
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 

 
 

 

情
報
技 

術
科 

共 

 

八
〇  

八
〇  

八
〇  

 
 

二
四
〇  

 

埼
玉
県
立
玉
川
工
業
高
等
学
校 

全
日
制 

電
気
科 

共 
 

 
 

 

四
〇 

四
〇 

 
 

八
〇 

 
 

 

情
報
技 

術
科 

共 

 

 
 

 
 

四
〇  

四
〇  

 
 

八
〇  

 
 

 

機
械
科 

共 
 

 
 

 

四
〇 

四
〇 

 
 

八
〇 

 
 

 

建
設
技 

術
科 

共 

 

 
 

 
 

四
〇  

四
〇  

 
 

八
〇  

 

埼
玉
県
立
三
郷
工
業
技
術
高
等
学
校 

全
日
制 

機
械
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 

 
 

 

電
子
機 

械
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 
 

 

電
気
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 

情
報
技 

術
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  



 

 
 

 

情
報
電 

子
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 

埼
玉
県
立
深
谷
商
業
高
等
学
校 

全
日
制 

商
業
科 

共 

一
六
〇 

一
六
〇 

一
六
〇 

 
 

四
八
〇 

 
 

 

会
計
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 

情
報
処 

理
科 

共 

 

八
〇  

八
〇  

八
〇  

 
 

二
四
〇  

 
 

定
時
制 

商
業
科 

共 
 

 
 

 
 

 

四
〇 

四
〇 

八
〇 

 
 

専
攻
科 

  

情
報
会 

計
専
攻 

科 

共 

  

四
〇   

四
〇   

 
 

 
 

八
〇   

 

埼
玉
県
立
幸
手
商
業
高
等
学
校 
全
日
制 

商
業
科 

共 

一
六
〇 

一
六
〇 

一
六
〇 

 
 

四
八
〇 

 
 

定
時
制 

商
業
科 

共 
 

 
 

 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

一
二
〇 

 

埼
玉
県
立
岩
槻
商
業
高
等
学
校 

全
日
制 
商
業
科 

共 

一
二
〇 

一
二
〇 

一
二
〇 

 
 

三
六
〇 

 
 

 

情
報
処 

理
科 

共 

 

八
〇  

八
〇  

八
〇  

 
 

二
四
〇  

 

埼
玉
県
立
浦
和
商
業
高
等
学
校 

全
日
制 

商
業
科 

共 
一
六
〇 

二
〇
〇 

一
六
〇 

 
 

五
二
〇 

 
 

 

情
報
処 

理
科 

共 

 

八
〇  

八
〇  

八
〇  

 
 

二
四
〇  

 

埼
玉
県
立
大
宮
商
業
高
等
学
校 

全
日
制 

商
業
科 

共 

二
四
〇 
二
八
〇 

二
四
〇 

 
 

七
六
〇 

 
 

定
時
制 

普
通
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

一
六
〇 

 
 

 

商
業
科 

共 

四
〇 

四
〇 
四
〇 

四
〇 

一
六
〇 

 

埼
玉
県
立
熊
谷
商
業
高
等
学
校 

全
日
制 

商
業
科 

共 

一
六
〇 

一
六
〇 

一
六
〇 

 
 

四
八
〇 

 
 

 

情
報
処 

理
科 

共 

 

八
〇  

八
〇  

八
〇  

 
 

二
四
〇  

 

埼

玉

県

立

皆

野

高

等

学

校 

全
日
制 

商
業
科 

共 

一
二
〇 

一
二
〇 

一
二
〇 

 
 

三
六
〇 

 
 

 

情
報
処 

理
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 

埼
玉
県
立
所
沢
商
業
高
等
学
校 

 

全
日
制 

 

情
報
処 

理
科 

共 

 

八
〇  

八
〇  

八
〇  

 
 

二
四
〇  

 
 

 

国
際
流 

通
科 

共 

 

八
〇  

八
〇  

八
〇  

 
 

二
四
〇  

 
 

 

ビ
ジ
ネ 

ス
会
計 

科 

共 

  

八
〇   

八
〇   

八
〇   

 
 

二
四
〇   

 

埼
玉
県
立
狭
山
経
済
高
等
学
校 

 

全
日
制 

 

流
通
経 

済
科 

共 

 

八
〇  

八
〇  

八
〇  

 
 

二
四
〇  

 
 

 

会
計
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 

 
 

 

情
報
処 

理
科 

共 

 

八
〇  

八
〇  

八
〇  

 
 

二
四
〇  

 

埼
玉
県
立
熊
谷
農
業
高
等
学
校 

 

全
日
制 

 

食
品
科 

学
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  



 

 
 

 

生
物
生 

産
工
学 

科 

共 

  

八
〇   

八
〇   

八
〇   

 
 

二
四
〇   

 
 

 

生
活
技 

術
科 

共 

 

八
〇  

八
〇  

八
〇  

 
 

二
四
〇  

 
 

 

生
物
生 

産
技
術 

科 

共 

  

八
〇   

八
〇   

八
〇   

 
 

二
四
〇   

 

埼
玉
県
立
杉
戸
農
業
高
等
学
校 

  
全
日
制 

  

生
物
生 

産
技
術 

科 

共 

  

四
〇   

四
〇   

四
〇   

 
 

一
二
〇   

 
 

 

園
芸
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 
造
園
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 

食
品
流 

通
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 
 

 

生
活
技 

術
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 
 

 

生
物
生 

産
工
学 

科 

共 

  

四
〇   
四
〇   

四
〇   

 
 

一
二
〇   

 

埼
玉
県
立
川
越
総
合
高
等
学
校 

 

全
日
制 

 

総
合
学 

科 

共 

 

七
二
〇  

 

埼

玉

県

立

与

野

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

二
八
〇 

二
八
〇 

 
 

八
八
〇 

 
 

 

商
業
科 

共 
 

 
 

 

八
〇 

八
〇 

 
 

一
六
〇 

 

埼

玉

県

立

鴻

巣

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
〇
〇 

二
〇
〇 

二
〇
〇 

 
 

六
〇
〇 

 
 

 

商
業
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 

 
 

定
時
制 

普
通
科 

共 
 

  
 

 
 

四
〇 

四
〇 

八
〇 

 

埼

玉

県

立

所

沢

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
六
〇 

三
二
〇 

 
 

一
、
〇
〇
〇 

 
 

定
時
制 

普
通
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

一
六
〇 

 

埼

玉

県

立

上

尾

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
四
〇 

二
四
〇 

二
四
〇 

 
 

七
二
〇 

 
 

 

商
業
科 

共 

一
二
〇 

一
二
〇 

一
二
〇 

 
 

三
六
〇 

 
 

定
時
制 

普
通
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

一
六
〇 

 

埼
玉
県
立
寄
居
城
北
高
等
学
校 

 

全
日
制 

 

総
合
学 

科 

共 

 

七
二
〇  

 

埼

玉

県

立

豊

岡

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

三
二
〇 

三
二
〇 

三
二
〇 

 
 

九
六
〇 

 

埼

玉

県

立

鳩

山

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

一
二
〇 

一
二
〇 

一
二
〇 

 
 

三
六
〇 

 
 

 

情
報
管 

理
科 

共 

 

八
〇  

八
〇  

八
〇  

 
 

二
四
〇  

 

埼

玉

県

立

八

潮

南

高

等

学

校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 

商
業
科 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 

 
 

 

情
報
処 

共 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

 
 

二
四
〇 



 

 
 

理
科 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
立
大
宮
光
陵
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
〇
〇 

二
四
〇 

二
〇
〇 

 
 

六
四
〇 

 
 

 

美
術
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 

音
楽
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 

書
道
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 

埼
玉
県
立
和
光
国
際
高
等
学
校 

全
日
制 

普
通
科 

共 

二
四
〇 

一
六
〇 

一
六
〇 

 
 

五
六
〇 

 
 

 

外
国
語 

科 

共 

 

八
〇  

八
〇  

八
〇  

 
 

二
四
〇  

 
 

 

情
報
処 

理
科 

共 

 

 
 

 
 

八
〇  

八
〇  

 
 

一
六
〇  

 

埼
玉
県
立
久
喜
北
陽
高
等
学
校 

 

全
日
制 

 
総
合
学 

科 

共 

 

一
、
〇
〇
〇 

 

埼

玉

県

立

鳩

ケ

谷

高

等

学

校 

全
日
制 
普
通
科 

共 

一
二
〇 

一
六
〇 

一
二
〇 

 
 

四
〇
〇 

 
 

 

園
芸
デ 

ザ
イ
ン 

科 

共 

  

四
〇   

四
〇   

四
〇   

 
 

一
二
〇   

 
 

 

情
報
処 

理
科 

共 

 

八
〇  

八
〇  

八
〇  

 
 

二
四
〇  

 

埼
玉
県
立
秩
父
農
工
科
学
高
等
学
校 

全
日
制 

農
業
科 

共 

四
〇 
四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 

食
品
化 

学
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  
四
〇  

 
 

一
二
〇  

 
 

 

森
林
科 

学
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 
 

 

電
子
機 

械
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 
 

 

電
気
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 

機
械
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 

ラ
イ
フ 

デ
ザ
イ 

ン
科 

共 

  

四
〇   

四
〇   

四
〇   

 
 

一
二
〇   

 
 

 

フ
ー
ド 

デ
ザ
イ 

ン
科 

共 

  

四
〇   

四
〇   

四
〇   

 
 

一
二
〇   

 
 

定
時
制 

普
通
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

一
六
〇 

 
 

専
攻
科 

   

情
報
機 

械
シ
ス 

テ
ム
専 

攻
科 

共 

   

二
〇    

二
〇    

 
 

 
 

四
〇    

 

埼

玉

県

立

い

ず

み

高

等

学

校 

 

全
日
制 

 

生
物
生 

産
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 
 

 

生
物
サ 

イ
エ
ン 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  



 

ス
科 

 
 

 
 

 

 
 

 

生
物
資 

源
化
学 

科 

共 

  

四
〇   

四
〇   

四
〇   

 
 

一
二
〇   

 
 

 

環
境
デ 

ザ
イ
ン 

科 

共 

  

四
〇   

四
〇   

四
〇   

 
 

一
二
〇   

 
 

 

環
境
サ 

イ
エ
ン 

ス
科 

共 

  

四
〇   

四
〇   

四
〇   

 
 

一
二
〇   

 
 

 

環
境
建 

設
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 

埼
玉
県
立
児
玉
白
楊
高
等
学
校 

 

全
日
制 

 
生
物
資 

源
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 
 

 

環
境
デ 

ザ
イ
ン 

科 
共 

  

四
〇   

四
〇   

四
〇   

 
 

一
二
〇   

 
 

 

機
械
科 

共 
四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 

電
子
機 

械
科 

共 

 

四
〇  
四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 

埼
玉
県
立
羽
生
実
業
高
等
学
校 

全
日
制 

園
芸
科 

共 

四
〇 
四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 

農
業
経 

済
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  
四
〇  

 
 

一
二
〇  

 
 

 

商
業
科 

共 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

 

ビ
ジ
ネ 

ス
会
計 

科 

共 

  

四
〇   

四
〇   

四
〇   

 
 

一
二
〇   

 
 

 

情
報
処 

理
科 

共 

 

八
〇  

八
〇  

八
〇  

 
 

二
四
〇  

 

埼
玉
県
立
新
座
総
合
技
術
高
等
学
校 

 

全
日
制 

 

電
子
機 

械
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 
 

 

情
報
技 

術
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 
 

 

デ
ザ
イ 

ン
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 
 

 

国
際
ビ 

ジ
ネ
ス 

科 

共 

  

八
〇   

八
〇   

八
〇   

 
 

二
四
〇   

 
 

 

服
飾
デ 

ザ
イ
ン 

科 

共 

  

四
〇   

四
〇   

四
〇   

 
 

一
二
〇   

 
 

 

食
物
調 

理
科 

共 

 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

 
 

一
二
〇 

 
 

専
攻
科 

デ
ザ
イ 

共 

一
五 

一
五 

 
 

 
 

三
〇 



 

 
  

ン
専
攻 

科 

  
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
立
越
谷
総
合
技
術
高
等
学
校 

 

全
日
制 

 

電
子
機 

械
科 

共 

 

八
〇  

八
〇  

八
〇  

 
 

二
四
〇  

 
 

 

情
報
技 

術
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 
 

 

流
通
経 

済
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 
 

 

情
報
処 

理
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 
 

 

服
飾
デ 

ザ
イ
ン 

科 

共 

  

四
〇   

四
〇   

四
〇   

 
 

一
二
〇   

 
 

 

食
物
調 

理
科 

共 

 

四
〇  

四
〇  

四
〇  

 
 

一
二
〇  

 

埼

玉

県

立

羽

生

高

等

学

校 

定
時
制 

普
通
科 
共 

六
四
〇 

 

埼
玉
県
立
戸
田
翔
陽
高
等
学
校 

 

定
時
制 

 

総
合
学 

科 

共 

 

九
六
〇  

 

埼
玉
県
立
狭
山
緑
陽
高
等
学
校 

 

定
時
制 

 

総
合
学 

科 

共 

 

九
六
〇  

 

埼
玉
県
立
吹
上
秋
桜
高
等
学
校 

 

定
時
制 

 

総
合
学 

科 

共 

 

四
八
〇  

 

埼
玉
県
立
大
宮
中
央
高
等
学
校 

通
信
制 

普
通
科 

共 

六
、
〇
〇
〇 

 
 

定
時
制 

普
通
科 

共 

八
〇
〇 

 
 

備
考 

 
 

 

一 

単
位
制
に
よ
る
課
程
を
設
置
す
る
学
校
の
当
該
課
程
の
生
徒
定
員
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

学 
 

 

校 
 

 

名 

課 

程 

学 

科 

生 
 

 
 

徒 
 

 
 

定 
 

 
 

員 

 

埼
玉
県
立
大
宮
中
央
高
等
学
校 

通
信
制 

普

通

科 

二
、
〇
〇
〇 

 
 

定
時
制 

普

通

科 

八
〇
〇 

 

埼
玉
県
立
久
喜
北
陽
高
等
学
校 

全
日
制 

総

合

学

科 

一
、
〇
〇
〇 

 

埼
玉
県
立
川
越
総
合
高
等
学
校 

全
日
制 

総

合

学

科 

七
二
〇 

 

埼

玉

県

立

浦

和

北

高

等

学

校 

全
日
制 

普

通

科 

一
、
〇
〇
〇 

 

埼

玉

県

立

進

修

館

高

等

学

校 

全
日
制 

普

通

科 

一
二
〇 

 
 

 

総

合

学

科 

六
八
〇 

 
 

 

電
気
シ
ス
テ 

ム
科 

一
二
〇  

 
 

 

情
報
メ
デ
ィ 

ア
科 

一
二
〇  

 
 

 

も
の
づ
く
り 

科 

一
二
〇  



 

 

埼

玉

県

立

羽

生

高

等

学

校 

定
時
制 

普

通

科 

六
四
〇 

 
埼

玉

県

立

浦

和

高

等

学

校 

全
日
制 

普

通

科 

一
、
一
二
〇 

 

埼
玉
県
立
芸
術
総
合
高
等
学
校 

全
日
制 

美

術

科 

一
二
〇 

 
 

 

音

楽

科 

一
二
〇 

 
 

 

映
像
芸
術
科 

一
二
〇 

 
 

 

舞
台
芸
術
科 

一
二
〇 

 

埼
玉
県
立
川
越
工
業
高
等
学
校 

定
時
制 

普

通

科 

一
六
〇 

 
 

 

工
業
技
術
科 

三
二
〇 

 

埼
玉
県
立
川
口
工
業
高
等
学
校 

定
時
制 
工
業
技
術
科 

三
二
〇 

 

埼
玉
県
立
大
宮
工
業
高
等
学
校 

定
時
制 

工
業
技
術
科 

三
二
〇 

 

埼

玉

県

立

越

ケ

谷

高

等

学

校 

全
日
制 

普

通

科 

一
、
〇
〇
〇 

 

埼

玉

県

立

坂

戸

西

高

等

学

校 

全
日
制 

普

通

科 

一
、
〇
〇
〇 

 

埼

玉

県

立

小

鹿

野

高

等

学

校 

全
日
制 

総

合

学

科 

三
六
〇 

 

埼

玉

県

立

朝

霞

高

等

学

校 

全
日
制 

普

通

科 

一
、
〇
〇
〇 

 

埼
玉
県
立
戸
田
翔
陽
高
等
学
校 

定
時
制 

総

合

学

科 

九
六
〇 

 

埼
玉
県
立
滑
川
総
合
高
等
学
校 

全
日
制 

総

合

学

科 

八
四
〇 

 

埼
玉
県
立
誠
和
福
祉
高
等
学
校 

全
日
制 

総

合

学

科 

三
六
〇 

 
 

 

福

祉

科 

二
四
〇 

 

埼

玉

県

立

不

動

岡

高

等

学

校 

全
日
制 

普

通

科 

九
六
〇 

 
 

 

外

国

語

科 
一
二
〇 

 

埼
玉
県
立
上
尾
鷹
の
台
高
等
学
校 

全
日
制 

普

通

科 

七
二
〇 

 

埼
玉
県
立
新
座
柳
瀬
高
等
学
校 

全
日
制 

普

通

科 

七
二
〇 

 

埼
玉
県
立
鶴
ケ
島
清
風
高
等
学
校 

全
日
制 

普

通

科 

七
二
〇 

 

埼
玉
県
立
寄
居
城
北
高
等
学
校 

全
日
制 

総

合

学

科 

七
二
〇 

 

埼
玉
県
立
狭
山
緑
陽
高
等
学
校 

定
時
制 

総

合

学

科 

九
六
〇 

 

埼
玉
県
立

田
松
韻
高
等
学
校 

全
日
制 

普

通

科 

四
八
〇 

 

埼
玉
県
立
栗
橋
北
彩
高
等
学
校 

全
日
制 

普

通

科 

四
八
〇 

 

埼
玉
県
立
吹
上
秋
桜
高
等
学
校 

定
時
制 

総

合

学

科 

四
八
〇 

 
 

 

二 

全
日
制
の
課
程
普
通
科
に
外
国
語
コ
ー
ス
、
情
報
コ
ー
ス
、
国
際
文
化
コ
ー
ス
、
理
数
コ
ー
ス
、
体
育
コ
ー
ス
、
情
報
ビ
ジ
ネ

ス
コ
ー
ス
又
は
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ス
を
設
置
す
る
学
校
の
当
該
コ
ー
ス
の
生
徒
定
員
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す

る
。 

 



 

  
 

 
外
国
語
コ
ー
ス 

 

学 
 

 

校 
 

 

名 

課 

程 

生 
 

 
 

徒 
 

 
 

定 
 

 
 

員 

一 

年 

二 

年 

三 

年 

計 

 

埼
玉
県
立
大
宮
光
陵
高
等

学
校 

全
日
制 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

一
二
〇 

 
 

 

情
報
コ
ー
ス 

 

学 
 

 

校 
 

 
名 

課 

程 

生 
 

 
 

徒 
 

 
 

定 
 

 
 

員 

一 

年 

二 

年 

三 

年 

計 

 

埼

玉

県

立

日

高

高

等

学

校 

全
日
制 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

一
二
〇 

 

埼

玉

県

立

上

尾

橘

高

等

学

校 
全
日
制 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

二
四
〇 

 

埼

玉

県

立

本

庄

北

高

等

学

校 

全
日
制 

 
 

 
 

 
 

 

四
〇 

四
〇 

八
〇 

 

埼

玉

県

立

三

郷

高

等

学

校 

全
日
制 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

一
二
〇 

 
 

 

国
際
文
化
コ
ー
ス 

 

学 
 

 

校 
 

 

名 

課 

程 
生 

 
 

 

徒 
 

 
 

定 
 

 
 

員 

一 

年 

二 

年 

三 

年 

計 

 

埼

玉

県

立

越

谷

東

高

等

学

校 

全
日
制 

 
 

 
 

 
 

 

四
〇 

四
〇 

八
〇 

 
 

 

理
数
コ
ー
ス 

 

学 
 

 

校 
 

 

名 

課 

程 

生 
 

 
 

徒 
 

 
 

定 
 

 
 

員 

一 

年 

二 

年 
三 

年 

計 

 

埼

玉

県

立

与

野

高

等

学

校 

全
日
制 

 
 

 
 

 
 

 

四
〇 
四
〇 

八
〇 

 
 

 

体
育
コ
ー
ス 

 

学 
 

 

校 
 

 

名 

課 

程 

生 
 

 
 

徒 
 

 
 

定 
 

 
 

員 

一 

年 

二 

年 

三 

年 
計 

 

埼

玉

県

立

八

潮

高

等

学

校 

全
日
制 

四
〇 

四
〇 

四
〇 
一
二
〇 

 

埼

玉

県

立

飯

能

南

高

等

学

校 

全
日
制 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

二
四
〇 

 

埼

玉

県

立

児

玉

高

等

学

校 

全
日
制 

四
〇 

四
〇 

四
〇 

一
二
〇 

 
 

 

情
報
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ー
ス 

 

学 
 

 

校 
 

 

名 

課 

程 

生 
 

 
 

徒 
 

 
 

定 
 

 
 

員 

一 

年 

二 

年 

三 

年 

計 

 

埼

玉

県

立

松

伏

高

等

学

校 

全
日
制 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

二
四
〇 

 
 

 

情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ス 

 

学 
 

 

校 
 

 

名 

課 

程 

生 
 

 
 

徒 
 

 
 

定 
 

 
 

員 

一 

年 

二 

年 

三 

年 

計 

 

埼

玉

県

立

白

岡

高

等

学

校 

全
日
制 

八
〇 

八
〇 

八
〇 

二
四
〇 

三 

保
護
者
の
転
勤
等
に
伴
う
転
入
学
及
び
第
十
六
条
第
四
項
に
い
う
入
学
の
生
徒
定
員
は
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
が
別
に

定
め
る
。 



  
 

 

附 

則 

 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓 
 

令 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
局 

 
 

 

県
立
教
育
機
関 

 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

 

爪 

龍
太
郎 

 
 

 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

（
技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   
 

                  

職員の 職務の級
区分１ 号務の給

121,600 141,900 195,600 222,900 261,900
122,500 143,100 196,500 224,800 264,000
123,500 144,300 197,300 226,700 266,000
124,400 145,500 198,700 228,500 268,100

125,400 146,700 200,100 230,200 270,200
126,400 148,200 201,600 232,100 272,300
127,400 149,700 203,100 234,000 274,400
128,400 151,200 204,600 235,800 276,500

129,200 152,600 206,100 237,500 278,600
130,200 154,100 207,700 239,400 280,700
131,200 155,600 209,300 241,200 282,800
132,300 157,100 210,900 243,100 284,900

133,100 158,600 212,300 244,900 287,000
134,100 160,400 214,000 246,800 289,100
135,100 162,200 215,700 248,600 291,200
136,100 164,000 217,800 250,400 293,300

137,200 165,800 219,800 252,200 295,400
138,400 167,500 222,000 254,200 297,500
139,600 169,200 223,900 256,200 299,600
140,800 170,900 225,800 258,200 301,700

141,900 172,500 227,700 260,100 303,800
143,100 173,900 229,300 262,000 305,900
144,300 175,300 231,100 263,900 308,000
145,500 176,700 232,800 265,700 310,100

146,700 178,500 234,600 267,700 312,100
148,200 180,000 236,100 269,600 314,200
149,700 181,500 237,600 271,500 316,300
151,200 183,000 239,100 273,400 318,400

152,600 184,500 240,600 275,300 320,400
154,100 185,700 242,100 277,200 322,500
155,600 187,000 243,600 279,100 324,600
157,100 188,300 245,100 281,000 326,700

158,600 190,200 246,700 282,700 328,400
160,400 191,700 248,000 284,600 330,400
162,200 193,200 250,000 286,500 332,500
164,000 194,400 252,000 288,400 334,600

165,800 195,600 254,000 290,100 336,500
167,500 196,500 255,900 291,900 338,500
169,200 197,300 258,000 293,700 340,500

別表第１（第２条関係）

1

１    級
給料月額
給料月円

２    級
給料月額
給料月円

５    級

6
7
8

9

2
3
4

5

14
15
16

17

10
11
12

13

22
23
24

25

18
19
20

21

30
31
32

33

26
27
28

29

38
39

34
35
36

37

給料月額
給料月円

　給　　　　　　　　　　　料　　　　　　　　　　　表

３    級
給料月額
給料月円

４    級
給料月額
給料月円



                                  

170,900 198,700 260,000 295,500 342,500

172,500 200,100 262,000 297,400 344,400
173,900 201,600 264,000 299,100 346,300
175,300 203,100 265,900 300,800 348,200
176,700 204,600 267,900 302,500 350,100

178,500 206,100 269,800 304,200 352,000
180,000 207,700 271,700 305,900 353,600
181,500 209,300 273,500 307,600 355,200
183,000 210,900 275,300 309,300 356,800

184,500 212,300 277,100 310,600 358,500
185,700 214,000 278,900 312,200 359,700
187,000 215,700 280,700 313,800 360,900
188,300 217,400 282,500 315,400 362,000

再任用 189,700 218,900 284,200 317,100 363,000
職員以 190,800 220,100 285,900 318,700 364,100
外の職 192,000 221,300 287,600 320,300 365,100
員１１ 193,200 222,500 289,200 321,900 366,200

194,400 223,800 290,800 323,400 367,100
195,600 225,400 292,400 324,600 367,800
196,700 227,000 294,000 325,800 368,500
197,800 228,600 295,500 327,000 369,200

198,800 230,300 297,000 328,100 369,800
200,000 231,800 298,300 329,100 370,500
201,200 233,300 299,700 330,000 371,200
202,400 234,800 301,100 331,000 371,900

203,600 236,200 302,500 331,900 372,400
204,900 237,600 303,900 332,700 373,100
206,200 239,000 305,300 333,500 373,800
207,500 240,400 306,700 334,300 374,500

208,800 241,700 308,000 335,200 375,000
210,100 243,100 309,300 335,900 375,700
211,400 244,500 310,400 336,600 376,400
212,700 245,900 311,500 337,300 377,100

213,600 247,300 312,600 337,800 377,600
215,000 248,700 313,600 338,400 378,300
216,300 250,100 314,700 339,000 379,000
217,700 251,500 315,800 339,600 379,700

218,800 252,700 316,900 340,000 380,200
254,000 318,000 340,500 380,800
255,300 318,800 341,000 381,400
256,600 319,600 341,500 382,000

258,300 320,400 342,000 382,700
260,000 321,100 342,500 383,300

40

41

46
47
48

49

42
43
44

45

54
55
56

57

50
51
52

53

62
63
64

65

58
59
60

61

70
71
72

73

66
67
68

69

78
79
80

81

74
75
76

77

82

261,700 321,700 343,000 383,900
263,400 322,300 343,500 384,500

265,000 322,800 344,000 385,100
266,700 323,300 344,500 385,700
268,400 323,800 345,000 386,300
270,200 324,300 345,500 386,900

272,000 324,800 345,900 387,600
273,800 325,300 346,400 388,200
275,600 325,600 346,900 388,800
277,400 325,900 347,400 389,400

279,200 326,200 347,700 390,100
281,100 326,500 348,200
283,000 326,800 348,700
284,900 327,100 349,200

286,200 327,400 349,500
287,800 327,700 350,000
289,300 350,500
290,800 351,000

292,300 351,300
293,600 351,700
294,900 352,100
296,200 352,500

297,500 353,000
298,500 353,400
299,400 353,800
300,300 354,200

301,200 354,700
301,900 355,100
302,600 355,500
303,300 355,900

303,800 356,400
304,400
305,000
305,700

306,400
再任用
職員１

86
87
88

89

83
84

85

94
95
96

97

90
91
92

93

102
103
104

105

98
99
100

101

110
111
112

113

106
107
108

109

278,700192,200 203,500 214,000 258,400

114
115
116

117



（
技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県 

教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
七
項
中
「
平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
」
に
改

め
、
「
（
減
額
改
定
対
象
外
職
員
（
附
則
別
表
第
三
の
号
給
欄
に
掲
げ
る
号
給
で
あ
る
技
能
職

員
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
百
分
の
九
十
九
・
七
七
」
を
「
百
分
の
九
十
九
・

五
三
」
に
改
め
る
。 

附
則
別
表
第
三
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
平
成
二
十
二
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
） 

２ 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
条

例
第
四
十
二
号
）
附
則
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
。
）
若
し
く

は
」
と
あ
る
の
は
「
。
）
、
技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
教

育
委
員
会
訓
令
第
四
号
）
別
表
第
一
の
適
用
を
受
け
る
技
能
職
員
で
あ
っ
て
そ
の
職
務
の
級
及

び
号
給
が
そ
れ
ぞ
れ
技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
平
成

二
十
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号
）
附
則
別
表
の
職
務
の
級
欄
及
び
号
給
欄
に
掲
げ

る
も
の
で
あ
る
も
の
（
技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号
）
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給

料
を
支
給
さ
れ
る
技
能
職
員
を
除
く
。
）
若
し
く
は
」
と
す
る
。 

 

（
補
則
） 

３  

こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

  

     

      

      

      

      

      

 

１ 級 １号給から７７号給まで

２ 級

職務の級 号    給

附則別表（附則第２項関係） 

３ 級

４ 級

５ 級

１号給から１１２号給まで

１号給から６１号給まで

１号給から４８号給まで

１号給から３２号給まで



告

示

秩
父
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

調
査
を
行
っ
た

成

果

の

調
査
を
行
っ
た

認

証

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

時

期

名

称

地

区

年

月

日

秩

父

市

平

成

二

十

年

度

地
籍
図

四
十
三
枚

強

石

第

三

地

区

平
成
二
十
二
年

平
成
二
十
一
年
度

地
籍
簿

一
冊

（
大
滝
の
一
部
）

十
月
二
十
二
日

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
七
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十

八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
二
号
（
鳥
獣
保
護
区
の

更
新
に
つ
い
て
）
に
係
る
倉
尾
小
学
校
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

倉
尾
小
学
校
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
一
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分 

 
 

 

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的 

 
 

 

鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
八
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十

八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
二
号
（
鳥
獣
保
護
区
の

更
新
に
つ
い
て
）
に
係
る
神
川
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

神
川
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
二
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分 

 
 

 

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的 

 
 

 

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
九
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十

八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
指

定
に
つ
い
て
）
に
係
る
川
本
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

川
本
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分 

 
 

 

希
少
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的 

 
 

 

希
少
鳥
獣
生
息
地
の
保
護 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十

八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
一
号
（
鳥
獣
保
護
区
の

指
定
に
つ
い
て
）
に
係
る
東
武
動
物
公
園
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

東
武
動
物
公
園
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
一
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分 

 
 

 

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的 

 
 

 

鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
一
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

川
島
中
央
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

比
企
郡
川
島
町
大
字
伊
草
地
内
に
お
け
る
川
島
町
道
四
千
二
百
号
線
と
一
般
国
道
二
百
五
十 

 

四
号
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
北
西
へ
進
み
、
町
道
三
千
三 

 

百
八
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
へ
進
み
、
川
島
町
道
千 

 

百
五
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
へ
進
み
、
川
島
町
道
一- 

 

二
十
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
へ
進
み
、
川
島
町
道
千
百
五
十 

 

七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
へ
進
み
、
川
島
町
道
千
百
五
十 

 

九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
へ
進
み
、
川
島
町
道
一-

三
号
線 

 

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
へ
進
み
、
川
島
町
道
千
百
六
十
一
号
線 

 

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
へ
進
み
、
川
島
町
道
二-

二
号
線
と
の
交 

 

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
へ
進
み
、
川
島
町
道
千
二
百
十
七
号
線
と
の
交 

 

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
へ
進
み
、
一
般
国
道
二
百
五
十
四
号
線
及
び
川 

 

島
町
道
千
二
百
五
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
へ
進
み
、 

 

川
島
町
道
千
二
百
六
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
へ
進
み
、 

 

川
島
町
道
二-

二
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
へ
進
み
、
川
島 

 

町
道
千
三
百
四
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
へ
進
み
、
主 

 

要
地
方
道
鴻
巣
・
川
島
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
を
北
へ
進
み
、
川
島
町
道 

 

二
千
二
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
へ
進
み
、
川
島
町
道 

 

二-

二
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
へ
進
み
、
川
島
町
道
二 

 
-

二
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
へ
進
み
、
一
級
河
川
市
ノ 

 

 

川
左
岸
堤
防
内
法
下
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
法
下
に
沿
っ
て
南
東
へ
進
み
、
一
般 

 

県
道
平
沼
・
中
老
袋
線
及
び
一
級
河
川
入
間
川
左
岸
堤
防
内
法
下
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点 

 

か
ら
同
法
下
に
沿
っ
て
西
へ
進
み
、
川
島
町
道
五
千
二
百
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地 

 

点
か
ら
同
町
道
を
北
東
へ
進
み
、
一
般
県
道
平
沼
・
中
老
袋
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か 

 

ら
同
県
道
に
沿
っ
て
西
へ
進
み
、
川
島
町
道
一-

八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町 

 

道
に
沿
っ
て
北
西
へ
進
み
、
川
島
町
道
二-

六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
二
号



 

沿
っ
て
南
西
へ
進
み
、
一
般
県
道
平
沼
・
中
老
袋
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道 

 
に
沿
っ
て
北
へ
進
み
、
川
島
町
道
四
千
二
百
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に 

 
沿
っ
て
西
へ
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
か
ら
、
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千 

 

百
四
十
号
で
告
示
し
た
旧
・
川
島
銃
猟
禁
止
区
域
（
現
・
川
島
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）） 

 

を
除
く
区
域
。（
二
千
五
十
六
・
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

前
小
屋
・
二
ツ
小
屋
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

深
谷
市
前
小
屋
及
び
二
ツ
小
屋
の
全
域
（
百
二
十
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
三
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

北
足
立
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）
の
う
ち
、
北
本
市
及
び
鴻
巣
市
に
係
る
区
域 

二 

区
域 

 
 

（
北
本
市
）
北
本
市
と
鴻
巣
市
と
比
企
郡
吉
見
町
の
境
界
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
北 

 

本
市
と
鴻
巣
市
の
境
界
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
北
本
市
道
五
千
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至 

 

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
北
本
市
道
五
千
四
号
線
と
の
交
点
に
至 

 

り
、
同
地
点
か
ら
荒
川
に
向
か
う
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
北
本
市
と
比
企
郡 

 

吉
見
町
の
境
界
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
起
点
に 

 

至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
北
本
市
と
桶
川
市
と
比
企
郡
川
島
町
の
境
界
を
起
点
と 

 

し
、
同
地
点
か
ら
北
本
市
と
比
企
郡
川
島
町
の
境
界
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
荒
川
と
旧
荒 

 

 

川
の
分
岐
点
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
東
に
進
み
、
北
本
市
道
四
千
百
三
十
四
号 

 

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
北
本
市
道
百
二
十
四 

 

号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
北
本
市
と
桶
川
市 

 

の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
起
点
に
至
る 

 

線
で
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
七
十
三
号
で
告
示
し
た
北
本 

 

鳥
獣
保
護
区
を
除
く
区
域
。 

 
 

（
鴻
巣
市
）
鴻
巣
市
と
熊
谷
市
と
行
田
市
の
境
界
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か 

 
 

 

ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
一
般
国
道
十
七
号
線
に
至
り
、
同
国
道
を
渡
り
、
同 

 

 

境
界
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
二
百
四
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点 

 

か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
五
百
六
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、 

 

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
五
百
六
十
四
号
線
と
の
交
点 

 

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
新
忍
川
に
至
り
、
同
川
を
渡
り 

 

鴻
巣
市
道
吹
五
百
六
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東 

 

に
進
み
、
武
蔵
導
水
路
に
至
り
、
同
水
路
を
渡
り
鴻
巣
市
道
吹
五
百
六
十
八
号
線
と
の
交 

 

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
（
旧
）
鴻
巣
市
と
（
旧
）
北 

 

足
立
郡
吹
上
町
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
を
南
に
進
み
、
（
旧
） 

 

北
埼
玉
郡
吹
上
町
と
（
旧
）
鴻
巣
市
と
行
田
市
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら 

 

鴻
巣
市
と
行
田
市
の
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
（
旧
）
鴻
巣
市
と
（
旧
）
北
埼
玉
郡 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
四
号



 

川
里
町
と
行
田
市
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
（
旧
）
鴻
巣
市
と
（
旧
）
北 

 
埼
玉
郡
川
里
町
の
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
千
六
十
八
号
線
と
の
交
点 

 
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
千
五
十
一
号
線
と
の 

 

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
（
旧
）
鴻
巣
市
と
（
旧
） 

 

北
埼
玉
郡
川
里
町
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、 

 

鴻
巣
市
道
Ｈ
百
四
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進 

 

み
、
鴻
巣
市
道
Ｈ
百
三
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南 

 

東
に
進
み
、
（
旧
）
鴻
巣
市
と
（
旧
）
北
埼
玉
郡
川
里
町
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同 

 

地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
Ｈ
百
三
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至 

 

 

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
西
浦
用
水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同 

 

地
点
か
ら
同
用
水
路
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
Ｉ
九
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、 

 

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
Ｉ
七
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至 

 

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
Ｉ
八
十
号
線
と
の
交
点
に 

 

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
Ｉ
四
十
号
線
と
の
交
点 

 

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
Ｉ
五
十
二
号
線
と
の 

 

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
県
道
加
須
鴻
巣
線
と
の
交 

 

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
Ｊ
十
三
号
線
と
の
交 

 

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
Ｊ
七
十
七
号
線
と 

 

の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
Ｊ
六
十
六
号 

 

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
県
道
行
田
蓮
田
線 

 

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
Ｊ
百
五
号 

 

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
Ｊ
百
六 

 

号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
Ｊ
八 

 

十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道 

 

Ｊ
百
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
県
道 

 

笠
原
菖
蒲
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
鴻
巣
市 

 

道
Ｊ
八
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
鴻
巣 

 

市
道
Ｊ
百
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、 

 

県
道
行
田
蓮
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻 

 

巣
市
と
久
喜
市
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、 

 

鴻
巣
市
と
久
喜
市
と
桶
川
市
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
鴻
巣
市
と
桶
川
市 

 

の
境
界
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
鴻
巣
市
と
桶
川
市
と
北
本
市
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、 

 

 

同
地
点
か
ら
鴻
巣
市
と
北
本
市
の
境
界
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
鴻
巣
市
と
北
本
市
の
境
界 

 

と
鴻
巣
市
道
Ｄ
百
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進 



 

み
、
鴻
巣
市
道
Ｄ
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に 

 
進
み
、
鴻
巣
市
道
Ｄ
百
二
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て 

 
北
西
に
進
み
、
鴻
巣
市
と
比
企
郡
吉
見
町
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境 

 

界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
（
旧
）
鴻
巣
市
と
（
旧
）
北
足
立
郡
吹
上
町
と
比
企
郡
吉
見 

 

町
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
（
旧
）
鴻
巣
市
と
（
旧
）
北
足
立
郡
吹
上
町 

 

の
境
界
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
八
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点 

 

か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
九
十
三
号
線
の
終
点
と
の
交
点
に
至 

 

 

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
同
市
道
と
鴻
巣
市
道
吹
千
五
十
八
号 

 

線
を
結
ぶ
管
理
用
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
南
西 

 

に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
五
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ 

 

て
南
西
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
五
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道 

 

に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
同
市
道
と
荒
川
を
結
ぶ
管
理
用
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点 

 

か
ら
同
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
鴻
巣
市
と
熊
谷
市
の
境
界
と
の
交
点
に
至 

 

り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
三
十
八
号
線
の
終
点 

 

 

か
ら
南
へ
延
長
し
た
直
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
を
北
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
三 

 

十
八
号
線
の
終
点
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
鴻
巣 

 

市
道
吹
千
三
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、 

 

鴻
巣
市
道
吹
千
二
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に 

 

進
み
、
県
道
行
田
東
松
山
線
と
鴻
巣
市
道
吹
千
八
号
線
を
結
ぶ
管
理
用
道
路
と
の
交
点
に 

 

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
八
号
線
の
起 

 

点
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
十
三 

 

号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
九 

 

十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
同
市
道
の
起
点 

 

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
北
に
進
み
鴻
巣
市
と
熊
谷
市
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点 

 

か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
。 

 
 

な
お
、
北
足
立
特
定
猟
具
禁
止
区
域
（
銃
）
の
う
ち
、
北
本
市
及
び
鴻
巣
市
を
除
く
区 

 

域
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
と
お
り
と
す
る
。
（
計
四
万
五
千
六
百
七
十
八
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

川
里
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

鴻
巣
市
と
行
田
市
の
境
界
と
鴻
巣
市
道
川
二
千
七
号
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点

か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
二
千
二
百
二
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
二
千
二
百
三
十
七
号
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
二
千
二
百
三
十
二
号
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
二
千
二
百
二

十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
二

千
二
百
三
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
鴻
巣

市
道
川
二
千
二
百
五
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に

進
み
、
鴻
巣
市
道
川
二
千
二
百
四
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿

っ
て
南
東
に
進
み
、
野
通
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
河
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進

み
、
鴻
巣
市
道
川
百
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進

み
、
鴻
巣
市
道
川
二
千
百
三
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て

北
西
に
進
み
、
県
道
鴻
巣
羽
生
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
南
に

進
み
、
鴻
巣
市
道
川
百
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に

進
み
、
鴻
巣
市
道
川
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、

鴻
巣
市
道
川
二
千
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、

起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
、
鴻
巣
市
と
行
田
市
の
境
界
と
鴻
巣
市
道
川
千
百
四

十
七
号
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
鴻
巣
市
道

川
千
二
百
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻

巣
市
道
川
百
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
県

道
鴻
巣
羽
生
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
鴻
巣
市

道
川
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道

川
千
三
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣

市
道
川
千
三
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
鴻

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
五
号



巣
市
道
川
百
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻

巣
市
道
川
千
二
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、

鴻
巣
市
道
川
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
鴻

巣
市
道
川
千
四
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、

鴻
巣
市
道
川
千
七
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、

鴻
巣
市
道
川
千
七
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進

み
、
鴻
巣
市
道
川
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、

鴻
巣
市
道
川
千
六
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進

み
、
鴻
巣
市
道
川
千
五
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西

に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に

進
み
、
鴻
巣
市
道
川
千
百
四
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て

北
西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
、
鴻
巣
市
と
加
須
市
の
境
界
と
鴻
巣

市
道
川
百
十
二
号
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
線
に
沿
っ
て
南
東
に
進

み
、
鴻
巣
市
道
川
三
千
八
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南

東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
三
千
八
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿

っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
二
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に

沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南

西
に
進
み
、
県
道
北
根
菖
蒲
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
北
西
に

進
み
、
鴻
巣
市
道
川
三
千
百
二
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ

て
北
西
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
三
千
六
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道

に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
三
千
六
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同

市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
三
千
六
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か

ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
三
千
六
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
三
千
六
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
三
千
五
十
一
号
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
三
千
五
十
六
号
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
三
千
五
十
七
号

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
二
十
二

号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
三
千

二
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道

川
三
千
二
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
鴻

巣
市
道
川
三
千
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、

鴻
巣
市
道
川
三
千
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、

鴻
巣
市
道
川
三
千
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、



鴻
巣
市
道
川
二
千
二
百
九
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北

西
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
三
千
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て

北
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
百
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ

て
北
東
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
、
鴻
巣
市
道
川
三
号
線
と
野
通
川

と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
河
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
三
千

百
六
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
四
号
落
掘

悪
水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
水
路
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
三

号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
二
千

三
百
四
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
鴻
巣

市
道
川
三
千
百
八
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進

み
、
野
通
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
河
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川

二
千
三
百
五
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、

鴻
巣
市
道
川
二
千
三
百
五
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北

東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
三
千
百
八
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に

沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
三
千
百
三
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら

同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
三
千
百
三
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
。（
八
百
四
十
・

五
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

存
続
期
間 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

銃
器 

 



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

久
喜
・
幸
手
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

久
喜
市
久
喜
東
四
丁
目
地
内
に
お
い
て
、
久
喜
市
と
南
埼
玉
郡
宮
代
町
の
境
界
と
久
喜
市
道 

 

久
喜
二
百
四
十
二
号
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
と
南
埼
玉
郡
宮
代
町
の 

 

境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
と
南
埼
玉
郡
宮
代
町
と
南
埼
玉
郡
白
岡
町
の
境
界
に
至 

 

り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
と
南
埼
玉
郡
白
岡
町
の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
除
堀 

 

と
久
喜
市
菖
蒲
町
河
原
井
と
南
埼
玉
郡
白
岡
町
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
除
堀
と 

 

久
喜
市
菖
蒲
町
河
原
井
の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
除
堀
と
久
喜
市
菖
蒲
町
河
原 

 

井
と
久
喜
市
菖
蒲
町
台
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
除
堀
と
久
喜
市
菖
蒲
町
台
の
境 

 

界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
一
級
河
川
庄
兵
衛
堀
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
河
川
に
沿
っ
て
南 

 

東
に
進
み
、
久
喜
市
道
久
喜
二
百
二
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿 

 

っ
て
北
東
に
進
み
、
県
道
下
早
見
・
菖
蒲
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
を
直
進
し
、
久
喜
市 

 

道
久
喜
三
千
五
十
一
号
線
を
経
て
久
喜
市
道
久
喜
三
千
四
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地 

 

点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
久
喜
三
千
三
百
六
十
五
号
線
を
経
て
一
級 

 

河
川
備
前
堀
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
河
川
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
久
喜
千
百
二 

 

十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
久
喜 

 

千
百
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道 

 

久
喜
千
二
百
五
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、 

 

久
喜
市
道
千
百
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
一 

 

級
河
川
備
前
前
堀
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
河
川
に
沿
っ
て
北
東
に
沿
っ
て
進
み
、
久
喜
市
道 

 

久
喜
千
四
百
五
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、 

 

久
喜
市
道
久
喜
千
四
百
五
十
三
号
線
・
久
喜
市
道
久
喜
千
四
百
五
十
二
号
線
・
久
喜
市
道
久
喜 

 

千
二
十
七
号
線
を
経
て
、
久
喜
市
道
久
喜
二
十
二
号
線
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ 

 

て
北
西
に
進
み
、
一
級
河
川
備
前
堀
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
河
川
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、 

 

久
喜
市
道
久
喜
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久 

 

喜
市
北
中
曽
根
と
久
喜
市
菖
蒲
町
三
箇
と
久
喜
市
菖
蒲
町
台
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら 

 

 

久
喜
市
北
中
曽
根
と
久
喜
市
菖
蒲
町
三
箇
の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
北
中
曽
根 

埼
玉
県
告
示
第
千
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百
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十
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と
久
喜
市
菖
蒲
町
三
箇
と
久
喜
市
菖
蒲
町
菖
蒲
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
北
中 

 
曽
根
と
久
喜
市
菖
蒲
町
菖
蒲
と
の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
北
中
曽
根
と
久
喜
市 

 
菖
蒲
町
菖
蒲
と
加
須
市
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
と
加
須
市
と
の
境
界
に
沿
っ
て 

 

北
西
に
進
み
、
久
喜
市
六
万
部
と
久
喜
市
中
妻
と
加
須
市
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜 

 

市
六
万
部
と
久
喜
市
中
妻
の
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
上
清
久
と
久
喜
市
中
妻
の 

 

境
界
、
久
喜
市
下
清
久
と
久
喜
市
久
本
寺
の
境
界
を
経
て
久
喜
市
下
清
久
と
久
喜
市
久
本
寺
と 

 

久
喜
市
上
早
見
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
上
早
見
と
久
喜
市
久
本
寺
と
の
境
界 

 

に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
久
喜
市
久
喜
本
と
久
喜
市
久
本
寺
と
の
境
界
、
久
喜
市
久
喜
新
と
久
喜 

 

市
久
本
寺
と
の
境
界
、
久
喜
市
久
喜
本
と
久
喜
市
久
本
寺
と
の
境
界
、
久
喜
市
久
喜
本
と
久
喜 

 

市
上
内
と
の
境
界
、
久
喜
市
野
久
喜
と
久
喜
市
上
内
と
の
境
界
、
久
喜
市
古
久
喜
と
久
喜
上
内 

 

と
の
境
界
を
経
て
、
一
級
河
川
青
毛
堀
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
河
川
に
沿
っ
て 

 

南
東
に
進
み
、
東
大
鏡
橋
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
野
久
喜
と
久
喜
市
鷲
宮
と
の
境
界
に 

 

沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
古
久
喜
と
久
喜
市
鷲
宮
と
の
境
界
を
経
て
、
久
喜
市
古
久
喜
と 

 

久
喜
市
鷲
宮
と
久
喜
市
西
大
輪
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
古
久
喜
と
久
喜
市
西 

 

大
輪
と
の
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
野
久
喜
及
び
古
久
喜
と
久
喜
市
西
大
輪
と
の 

 

境
界
、
久
喜
市
野
久
喜
と
久
喜
市
西
大
輪
と
の
境
界
、
久
喜
市
青
毛
と
久
喜
市
西
大
輪
と
の
境 

 

界
を
経
て
、
葛
西
用
水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
用
水
路
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、 

 

 

幸
手
市
中
五
丁
目
に
お
い
て
幸
手
市
道
三
百
九
十
一
号
線
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
三 

 

百
八
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
幸
手
市
道 

 

三
百
九
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
幸
手
市 

 

道
四
百
三
号
線
を
経
て
、
幸
手
市
道
三
百
五
十
七
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
西
に 

 

進
み
、
幸
手
市
道
二
百
八
十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に 

 

進
み
、
さ
ら
に
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
幸
手
市
道
七
百
二
十
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、 

 

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
幸
手
市
道
七
百
四
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、 

 

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、幸
手
市
道
七
百
三
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、 

 

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
幸
手
市
道
七
百
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同 

 

地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
幸
手
市
と
北
葛
飾
郡
鷲
宮
町
の
境
界
と
の
交
点
に 

 

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
幸
手
市
香
日
向
三
丁
目
の
千
塚
西
公
園
に 

 

沿
っ
て
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
七
百
七
十
三
号
線
を
経
て
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
二―

二
号
線 

 

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
幸
手
市
道
七
百
六
十
三
号
線 

 

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
七
百
七
十
七
号
線 

 

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
幸
手
市
道
七
百
六
十
八
号
線 

 

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
一
般
県
道
加
須
幸
手
線
と 

 

の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
幸
手
市
と
北
葛
飾
郡
鷲
宮
町 



 

の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
さ
ら
に
同
境
界
に
沿 

 
っ
て
北
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
二―

四
号
線
、
幸
手
市
道
二
百
八
号
線
、
幸
手
市
道
百
七
号
線
、 

 
幸
手
市
道
百
六
号
線
及
び
幸
手
市
道
百
五
号
線
を
経
て
、
幸
手
市
道
千
五
十
三
号
線
と
の
交
点 

 

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
五
十
七
号
線
と
の
交
点
に 

 

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
五
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至 

 

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
八
百
六
十
六
号
線
を
経
て
幸
手 

 

市
道
千
七
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
幸
手
市 

 

道
千
八
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
幸
手
市 

 

道
千
七
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
幸
手
市
道 

 

千
七
十
六
号
線
を
経
て
権
現
堂
川
用
水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
用
水
路
に
沿
っ 

 

て
北
西
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
八
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ 

 

て
南
に
進
み
、
一
般
国
道
四
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、 

 

幸
手
市
道
千
九
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
幸 

 

手
市
道
一―

十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
六
百 

 

六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
六
百
二 

 

十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
百
五 

 

十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
八 

 

百
九
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
一
般
県
道
並 

 

塚
幸
手
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
九
百
二
十
八
号 

 

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
幸
手
市
と
北
葛
飾
郡
杉 

 

戸
町
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
二
百
五
十 

 

五
号
線
、
千
二
百
五
十
三
号
線
と
の
交
点
を
経
て
幸
手
市
道
千
二
百
四
十
六
号
線
と
の
交
点
に 

 

 

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
二
百
三
十
四
号
線
と
の
交
点 

 

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
二
百
三
十
二
号
線
と
の
交 

 

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
二
百
二
十
三
号
線
と
の 

 

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
一―

十
二
号
線
と
の
交 

 

点
に
至
り
、
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
一
般
県
道
並
塚
幸
手
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地 

 

点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
二
百
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道 

 

に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
一
般
国
道
四
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て 

 

北
に
進
み
、
幸
手
市
道
五
百
七
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て 

 

北
西
に
進
み
、
幸
手
市
道
五
百
七
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ 

 

て
南
に
進
み
、
幸
手
市
道
五
百
八
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ 

 

て
南
西
に
進
み
、
幸
手
市
道
一―

六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て 

 

北
西
に
進
み
、
幸
手
市
道
五
百
八
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ 



 

て
西
に
進
み
、
幸
手
市
道
六
百
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北 

 
に
進
み
、
幸
手
市
道
五
百
九
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西 

 
に
進
み
、
南
側
用
水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
用
水
路
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
幸 

 

手
市
上
高
野
地
内
に
お
い
て
、
久
喜
市
と
幸
手
市
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿 

 

っ
て
南
に
進
み
、
幸
手
市
、
久
喜
市
及
び
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
幸 

 

手
市
と
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
の
境
界
を
南
東
に
進
み
、
主
要
地
方
道
岩
槻
幸
手
線
と
の
接
点
に
至 

 

り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
を
南
に
進
み
、
南
埼
玉
郡
宮
代
町
と
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
の
境
界
に 

 

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
宮
代
町
道
千
三
百
九
十
七
号
線
と
の
交 

 

点
に
至
り
、
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
宮
代
町
道
千
三
百
九
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至 

 

り
、
同
町
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
宮
代
町
道
六
百
六
十
九
号
線
を
経
て
宮
代
町
道
六
百
七 

 

十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
宮
代
町
道
七
十
号
線
に
入
り
、 

 

同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
宮
代
町
道
六
百
五
十
五
号
線
に
入
り
、
同
町
道
に
沿
っ
て
北 

 

 

西
に
進
み
、
久
喜
市
と
南
埼
玉
郡
宮
代
町
の
境
界
の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
に
沿
っ
て
南
に
進 

 

み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
（
三
千
百
二
十
一
・
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

東
部
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

春
日
部
市
牛
島
地
内
に
お
い
て
、
一
般
国
道
十
六
号
と
一
級
河
川
中
川
と
の
交
点
を
起
点
と 

 

し
、
同
地
点
か
ら
同
川
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
春
日
部
市
と
北
葛
飾
郡
松
伏
町
と
の
境
界
と
の 

 

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
春
日
部
市
と
北
葛
飾
郡
松
伏
町
と 

 

越
谷
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
北
葛
飾
郡
松
伏
町
と
越
谷
市
と
の
境
界
に
沿
っ
て
東 

 

に
進
み
、
主
要
地
方
道
越
谷
野
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
に
沿
っ
て
南 

 

西
に
進
み
、
主
要
地
方
道
葛
飾
吉
川
松
伏
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
に
沿 

 

っ
て
南
東
に
進
み
、
一
級
河
川
中
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
川
に
沿
っ
て
南
に
進 

 

み
、
越
谷
市
と
北
葛
飾
郡
松
伏
町
と
吉
川
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
越
谷
市
と
吉
川 

 

市
と
の
境
界
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
越
谷
市
と
草
加
市
と
吉
川
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点 

 

か
ら
越
谷
市
と
草
加
市
と
の
境
界
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
と
の
交
点
及
び 

 

一
般
国
道
四
号
と
の
交
点
を
経
て
、
越
谷
市
と
草
加
市
と
川
口
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点 

 

か
ら
越
谷
市
と
川
口
市
と
の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線
と
の
交
点
を
経
て 

 

越
谷
市
と
川
口
市
と
さ
い
た
ま
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
さ
い
た
ま
市
と
川
口
市
と 

 

の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
と
同
市
緑
区
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地 

 

点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
一
般
国
道
百
二
十
二
号
線
と
の
交
点
及
び
東
北
自
動 

 

車
道
と
の
交
点
を
経
て
、
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
と
同
市
見
沼
区
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か 

 

ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
一
般
国
道
十
六
号
線
と
の
交
点
及
び
東
武
鉄
道
野
田
線
と 

 

の
交
点
を
経
て
、
一
級
河
川
綾
瀬
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
川
に
沿
っ
て
北
に
進 

 

み
、
さ
い
た
ま
市
と
蓮
田
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
と
蓮
田
市 

 

と
の
境
界
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
一
般
国
道
百
二
十
二
号
線
と
の
交
点
を
経
て
、
東
北
自
動
車 

 

道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
自
動
車
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
さ
い
た
ま
市
道
二 

 

千
百
二
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
さ
い
た 

 

ま
市
道
二
千
百
七
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、 

 

さ
い
た
ま
市
道
二
千
百
七
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に 

 

進
み
、
一
級
河
川
元
荒
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
川
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
蓮
田 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
七
号



 

市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
さ
い
た
ま
市
道
千
三
百
四 

 
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
さ
い
た
ま
市
道 

 
千
百
三
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
さ
い
た
ま 

 

市
道
千
十
一
号
線
、
同
市
道
千
十
号
線
を
経
て
さ
い
た
ま
市
と
南
埼
玉
郡
白
岡
町
と
の
境
界
に 

 

至
り
、
同
地
点
を
同
境
界
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
主
要
地
方
道
岩
槻
幸
手
線
に
至
り
、
同
地
点 

 

か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
白
岡
町
道
第
百
四
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら 

 

同
町
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
白
岡
町
道
第
二
百
十
三
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同 

 

町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
白
岡
町
道
第
九
千
百
四
十
二
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か 

 

ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、南
埼
玉
郡
宮
代
町
と
南
埼
玉
郡
白
岡
町
と
の
境
界
に
至
り
、 

 

同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、宮
代
町
道
三
百
七
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、 

 

同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
宮
代
町
道
四
百
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、 

 

同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
宮
代
町
道
四
百
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地 

 

点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
宮
代
町
道
五
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点 

 

か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
宮
代
町
道
千
三
百
五
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同 

 

地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
笠
原
沼
落
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
川
に 

 

沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
宮
代
町
道
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ 

 

て
北
に
進
み
、
一
級
河
川
姫
宮
落
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
川
に
沿
っ
て
南
東
に 

 

進
み
、
東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
鉄
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、 

 

宮
代
町
道
百
四
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
中 

 

須
用
水
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
用
水
に
沿
っ
て
さ
ら
に
東
に
進
み
、
宮
代
町
道
百
七
十
号
線 

 

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
宮
代
町
道
百
四
十
八
号
線 

 

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
一
級
河
川
大
落
古
利
根
川 

 

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
川
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
春
日
部
市
と
宮
代
町
と
北
葛
飾 

 

郡
杉
戸
町
と
の
境
界
に
至
り
、同
地
点
か
ら
春
日
部
市
と
杉
戸
町
の
境
界
に
沿
っ
て
東
へ
進
み
、 

 

一
般
国
道
四
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
杉
戸
町
道
一 

 
―

百
九
十
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
一
般
県
道 

 

惣
新
田
春
日
部
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
杉
戸
町
道
千
百
八
十
一
号
線
に
沿
っ
て
南 

 

 

に
進
み
、
春
日
部
市
と
杉
戸
町
の
境
界
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
そ
っ
て
東
に 

 

進
み
、
一
級
河
川
中
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
川
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
起
点
に 

 

至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
（
一
万
五
千
百
四
十
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

白
岡
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

南
埼
玉
郡
白
岡
町
と
蓮
田
市
と
の
境
界
と
一
般
国
道
百
二
十
二
号
と
の
交
点
（
新
根
金
橋
） 

 
 

 

を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
西
へ
進
み
、
さ
ら
に
北
西
へ
進
み
、
白
岡
町 

 

 

道
第
千
百
五
十
九
号
線
と
の
交
点
（
常
福
寺
橋
）
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北 

 

へ
進
み
、
白
岡
町
道
第
百
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
を
南
東
へ
進
み
、 

 

白
岡
町
道
第
千
二
百
三
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
を
東
へ
進
み
、
白 

 

岡
町
道
第
百
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
を
南
東
へ
進
み
、
白
岡
町
道 

 

第
千
二
百
三
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
道
を
北
東
へ
進
み
、
白
岡
町
道
第
千 

 

二
百
六
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
へ
進
み
、
白
岡
町 

 

道
第
百
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
へ
進
み
、
一
般
国
道 

 

百
二
十
二
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
南
へ
進
み
、
起
点
に
至
る
線 

 

で
囲
ま
れ
た
区
域
（
三
十
三
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

     

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
八
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

白
岡
第
二
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

南
埼
玉
郡
白
岡
町
大
字
寺
塚
地
内
に
お
い
て
、
東
北
自
動
車
道
と
主
要
県
道
春
日
部
菖
蒲
線 

 

と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
白
岡
町
道
七
千
五
百 

 

五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
白
岡
町
道
七
千
二 

 

百
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
白
岡
町
道
七
千 

 

二
百
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
白
岡
町
道 

 

七
千
二
百
二
十
号
線
及
び
白
岡
町
道
七
千
二
百
三
十
一
号
線
を
経
由
し
て
一
級
河
川
姫
宮
落
川 

 

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
河
川
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
主
要
地
方
道
さ
い
た
ま
幸 

 

手
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
南
埼
玉
郡
白
岡
町
と 

 

さ
い
た
ま
市
と
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
へ
進
み
、
南 

 

埼
玉
郡
白
岡
町
と
さ
い
た
ま
市
と
蓮
田
市
と
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
南
埼
玉 

 

郡
白
岡
町
と
蓮
田
市
と
の
境
界
に
沿
っ
て
南
西
へ
進
み
、
白
岡
町
道
八
千
二
百
二
十
三
号
線
と 

 

の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
白
岡
町
道
百
二
十
八
号
線
と 

 

の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
白
岡
町
道
八
千
百
八
十
一
号
線 

 

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
白
岡
町
道
二
百
二
十
六
号 

 

線
と
の
交
点
に
至
り
、同
地
点
で
接
す
る
白
岡
町
道
八
千
百
三
十
一
号
線
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、 

 

白
岡
町
道
二
百
二
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、 

 

白
岡
町
道
二
百
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
東 

 

北
自
動
車
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
自
動
車
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
起
点
に
至 

 

る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
。（
三
百
二
十
四
・
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
九
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

杉
戸
・
宮
代
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
と
久
喜
市
と
の
境
界
線
と
東
武
伊
勢
崎
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地 

 

点
か
ら
宮
代
町
と
久
喜
市
と
の
境
界
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
宮
代
町
道
六
百
五
十
五
号
線
と
の 

 

 

交
点
に
至
り
、
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
宮
代
町
道
七
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同 

 

地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
宮
代
町
道
六
百
七
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、 
 

 

同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
宮
代
町
道
六
百
六
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、 

 

同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
宮
代
町
道
千
三
百
九
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至 

 

り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
宮
代
町
道
千
三
百
九
十
七
号
線
と
の
交
点 

 

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
南
埼
玉
郡
宮
代
町
と
北
葛
飾
郡
杉
戸 

 

町
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
一
級
河
川
大
落
古
利
根
川
に 

 

至
り
、
同
地
点
か
ら
宮
代
町
と
杉
戸
町
の
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
宮
代
町
百
間
六
丁
目 

 

六
百
九
番
地
先
で
宮
代
町
道
百
四
十
八
号
線
を
北
東
に
延
伸
し
た
直
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同 

 

地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
宮
代
町
道
百
七
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地 

 

点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
中
須
用
水
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
用
水 

 

に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
宮
代
町
道
百
四
十
二
号
線
に
至
り
、
さ
ら
に
西
に
進
み
、
東
武
鉄
道
伊 

 

勢
崎
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
鉄
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
一
級
河
川
姫
宮
落
川 

 

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
川
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
宮
代
町
道
十
五
号
線
と
の
交 

 

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
笠
原
沼
落
と
の
交
点
に
至
り
、
同 

 

地
点
か
ら
同
落
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
宮
代
町
道
千
三
百
五
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同 

 

地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
宮
代
町
道
五
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地 

 

 

点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
宮
代
町
道
四
百
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点 

 

か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
宮
代
町
道
四
百
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点 

 

か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
宮
代
町
道
三
百
七
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点 

 

か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
宮
代
町
道
九
百
六
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点 

 

か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
東
武
動
物
公
園
に
沿
っ
て
さ
ら
に
北
に
進
み
、
笠
原
沼
落 

 

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
落
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
宮
代
町
道
千
四
百
九
十
六
号
線
と
の
交
点 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
号



 

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
宮
代
町
道
五
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至 

 
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
東
武
動
物
公
園
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
宮 

 

 
代
町
道
千
四
百
七
十
六
号
線
に
至
り
、
同
町
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
南
埼
玉
郡
宮
代
町
と 

 

南
埼
玉
郡
白
岡
町
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
宮
代
町
と 

 

久
喜
市
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲 

 

ま
れ
た
区
域
及
び
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
、
幸
手
市
及
び
久
喜
市
の
境
界
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か 

 

ら
杉
戸
町
と
幸
手
市
と
の
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
杉
戸
町
大
字
大
島
地
内
に
お
い
て
矢 

 

落
堀
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
堀
を
南
西
に
進
み
、
杉
戸
町
道
Ⅱ-

一
号
線
と
の
交
点 

 

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
杉
戸
町
道
Ⅱ-

二
号
線
と
の
交
点
に
至 

 

り
、同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、杉
戸
町
道
二
百
四
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、 

 

同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
杉
戸
町
道
Ⅱ-

一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地 

 

点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
杉
戸
町
道
三
百
五
号
線
を
経
て
、
杉
戸
町
道
三
百
三 

 

十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、次
に
南
東
に
進
み
、 

 

次
に
南
に
進
み
、
杉
戸
町
道
三
百
五
号
線
と
の
交
点
を
直
進
し
、
杉
戸
町
道
三
百
六
十
号
線
と 

 

の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
杉
戸
町
道
Ⅰ-

七
号
線
と
の
交
点 

 

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
杉
戸
町
道
三
百
六
十
九
号
線
と
の
交 

 

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
杉
戸
町
道
三
百
七
十
一
号
線
と
の 

 

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
杉
戸
町
道
三
百
八
十
号
線
を
経 

 

て
、
一
級
河
川
倉
松
川
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
川
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
杉
戸
町
と
春
日 

 

部
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
杉
戸
町
道
千
百
八
十
一 

 

号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
一
般
県
道
惣
新
田
春
日 

 

部
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
を
北
東
に
進
み
、
杉
戸
町
道
千
百
九
十
四
号
線 

 

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
一
般
国
道
四
号
に
至
り
、
同 

 

地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
杉
戸
町
と
春
日
部
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か 

 

ら
同
境
界
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
更
に
北
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
杉 

 

戸
町
宮
前
地
内
に
お
い
て
、杉
戸
町
道
Ⅱ-

十
九
号
線
と
杉
戸
町
道
二
千
六
十
九
号
線
と
の
交
点 

 

を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
杉
戸
町
道
Ⅱ-

十
九
号
線
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
杉
戸
町
道
Ⅱ- 

 

十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
杉
戸
町
道
二
千 

 

十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
杉
戸
町
道
Ⅰ- 

 

十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
杉
戸
町
道
二
千 

 

二
百
三
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
杉
戸
町 

 

道
二
千
六
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
起
点
に 

 

 

至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
。（
二
千
百
五
十
八
・
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 



 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

         



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

下
栢
間
・
柴
山
枝
郷
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

久
喜
市
菖
蒲
町
下
栢
間
地
内
に
お
い
て
、
主
要
地
方
道
川
越
・
栗
橋
線
と
栢
間
赤
堀
と
の
交 

 

点
（
赤
堀
橋
）
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
栢
間
赤
堀
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
同
川
と
久
喜 

 

市
道
菖
蒲
二
千
四
百
五
十
号
線
と
の
交
点
（
畑
中
橋
）
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ 

 

て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
四
百
五
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同 

 

市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
四
百
五
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同 

 

地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
四
百
六
十
六
号
線
と
の
接
点 

 

に
至
り
、
同
地
点
か
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
四
百
四
十
七
号
線
と 

 

の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
三
百
九 

 

十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲 

 

二
千
七
百
四
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
を
南
東
に
進
み
、
主
要
地
方 

 

道
川
越
・
栗
橋
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜 

 

市
道
菖
蒲
二
千
四
百
二
十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に 

 

進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
七
十
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東 

 

に
進
み
、
久
喜
市
菖
蒲
町
下
栢
間
と
久
喜
市
菖
蒲
町
小
林
と
の
境
界
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地 

 

点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
四
百
十
九
号
線
と
の
接
点
に
至 

 

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
四
百
二
十
号
線
と
の 

 

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
十
一
号
線
の 

 

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
六
百
九
十 

 

六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二 

 

千
六
百
九
十
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
か
ら
東
に
進
み
、 

 

久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
四
百
七
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西 

 

に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
六
百
九
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿 

 

っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
六
百
九
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら 

 

 

同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
南
埼
玉
郡
白
岡
町
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界 

 

 

に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
蓮
田
市
と
の
境
界
及
び
桶
川
市
と
の
境
界
を
経
て
、
主
要
地
方
道
川
越
・ 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
一
号



 

栗
橋
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線 

 
で
囲
ま
れ
た
区
域
。（
二
百
七
十
九
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 
存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

加
須
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

加
須
市
不
動
岡
地
内
に
お
い
て
、
一
般
国
道
百
二
十
五
号
バ
イ
パ
ス
と
一
般
県
道
三
田
ヶ 

 

谷
礼
羽
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
一
級 

 

河
川
午
の
堀
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
を
同
川
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
東
北
自
動 

 

車
道
と
の
交
点
を
経
て
さ
ら
に
東
に
進
み
、
加
須
市
道
四
千
四
百
二
十
二
号
線
と
の
接
点 

 

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
加
須
市
道
四
千
四
百
四
十
二
号
線 

 

と
の
接
点
を
経
て
同
市
道
を
更
に
東
に
進
み
、
加
須
市
道
四
千
四
百
四
十
一
号
線
と
の
接 

 

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
を
北
に
進
み
、
加
須
市
道
四
千
四
百
三
十
一
号
線
と
の 

 

接
点
を
経
て
同
市
道
を
更
に
北
に
進
み
、
一
級
河
川
手
子
堀
川
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地 

 

点
か
ら
同
川
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
一
級
河
川
中
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら 

 

同
川
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
市
道
第
百
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
市
道
に
沿
っ
て
南 

 

に
進
み
、
一
般
国
道
百
二
十
五
号
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
南 

 

東
に
進
み
、
一
般
県
道
北
中
曽
根
北
大
桑
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に 

 

沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
東
北
自
動
車
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
自
動
車
道
に 

 

沿
っ
て
南
に
進
み
、
加
須
市
道
五
千
百
九
十
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同 

 

 

市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
加
須
市
道
五
千
百
十
八
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か 

 

ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
加
須
市
道
六
千
五
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地 

 

点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
一
般
県
道
加
須
菖
蒲
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地 

 

点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
花
崎
用
水
と
の
交
点
に
至
り
、
同
用
水
に
沿
っ
て 

 

南
西
に
進
み
、
北
青
毛
掘
と
の
交
点
に
至
り
、
同
堀
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
主
要
地
方 

 

道
加
須
鴻
巣
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
加
須 

 

市
道
八
千
三
十
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、 

 

加
須
市
道
八
千
二
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に 

 

進
み
、
加
須
市
道
八
千
二
十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て 

 

北
西
に
進
み
、
一
般
県
道
礼
羽
騎
西
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ 

 

て
北
に
進
み
、
加
須
市
道
九
千
百
七
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
二
号



 

に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
加
須
市
道
九
千
百
八
十
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら 

 
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
加
須
市
道
九
千
百
八
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同 

 

 
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
加
須
市
道
九
千
百
八
十
四
号
線
と
の
交
点
に 

 

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
加
須
市
道
九
千
百
九
号
線
と
の
接 

 

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
加
須
市
道
九
千
百
二
十
七
号 

 

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
一
般
国
道
百
二
十 

 

五
号
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
加
須
市
道
九
千
百 

 

二
十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
加
須
市 

 

道
九
千
百
二
十
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、 

 

加
須
市
と
羽
生
市
と
の
行
政
界
に
至
り
、
同
行
政
界
を
北
東
に
進
み
、
一
般
国
道
百
二
十 

 

五
号
バ
イ
パ
ス
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
起
点
に
至 

 

る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
、
加
須
市
新
井
新
田
地
内
に
お
い
て
、
一
般
国
道
百
二
十
五 

 

号
と
市
道
第
四
千
二
百
一
号
線
と
の
接
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
国
道
に
沿
っ
て
東 

 

に
進
み
、
久
喜
市
と
の
行
政
界
を
南
に
進
み
、
行
政
界
を
経
て
、
一
般
県
道
加
須
幸
手
線 

 

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
加
須
市
道
五
千
五
百
九 

 

号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
加
須
市
道
五
千 

 

五
百
七
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
加
須
市
道 

 

五
千
四
百
八
十
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、 

 

加
須
市
道
五
千
二
百
十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
市
道
か
ら
東
に
進
み
、
加
須
市
道 

 

五
千
四
百
九
十
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、 

 

加
須
市
道
五
千
四
百
九
十
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北 

 

に
進
み
、
加
須
市
道
五
千
五
百
号
線
を
経
て
加
須
市
道
五
千
三
百
九
十
六
号
線
と
の
接
点 

 

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
加
須
市
道
五
千
三
百
九
十
七
号 

 

線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
加
須
市
道
五
千
五 

 

百
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
加
須
市
道
百 

 

二
十
八
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
市
道
第
四 

 

千
二
百
一
号
線
と
の
接
点
を
経
て
、
同
市
道
を
更
に
北
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま 

 

れ
た
区
域
。（
千
九
百
六
十
・
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

都
幾
川
中
央
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
四
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
三
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

越
生
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
三
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
四
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

腰
越
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示
千
六
百
二
十
六
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
五
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

森
林
公
園
ゴ
ル
フ
倶
楽
部
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
四
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
六
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

都
幾
川
越
瀬
橋
下
流
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
四
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
七
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

県
民
の
森
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
千
六
百
二
十
六
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
八
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

金
尾
山
・
風
布
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
七
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
九
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

美
の
山
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
七
十
七
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

浦
山
ダ
ム
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
五
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
一
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

熊
谷
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
二
十
五
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
二
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

榛
沢
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
百
三
十
六
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
三
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

井
沼
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
四
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
四
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

権
現
堂
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
三
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
五
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
猟
法
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

荒
川
指
定
猟
法
禁
止
区
域 

二 

区
域 

 
 

深
谷
市
田
中
字
西
台
地
内
に
お
い
て
、
秩
父
鉄
道
と
深
谷
市
道
川
Ａ
―
二
百
十
九
号
線 

 

 

と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
一
般
国
道
百
四
十 

 

号
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
主
要
地
方
道
深
谷
嵐 

 

山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
一
級
河
川
荒
川 

 

右
岸
河
川
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
右
岸
河
川
境
界
に
沿
っ
て
南
西
に
進 

 

み
、
深
谷
市
と
大
里
郡
寄
居
町
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ 

 

て
南
に
進
み
、
寄
居
町
道
二
百
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿 

 

っ
て
西
に
進
み
、
寄
居
町
道
四
千
八
十
一
号
線
の
延
長
線
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
南
に
進 

 

み
、
寄
居
町
道
四
千
八
十
二
号
線
と
の
交
点
を
経
て
、
同
地
点
か
ら
寄
居
町
道
四
千
八
十 

 

一
号
線
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
寄
居
町
道
四
千
八
十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点 

 

か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
寄
居
町
道
百
十
八
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点 

 

か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
寄
居
町
道
四
千
二
十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同 

 

地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
寄
居
町
道
四
千
五
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、 

 

同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
東
武
鉄
道
東
上
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地 

 

点
か
ら
同
鉄
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
一
級
河
川
塩
沢
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か 

 

 

ら
同
川
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
一
級
河
川
荒
川
右
岸
と
の
合
流
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら 

 

一
級
河
川
塩
沢
川
の
延
長
線
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
深
谷
市
と
大
里
郡
寄
居
町
の
境
界 

 

と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
深
谷
市
道
花
幹
九
号
線 

 

の
終
点
か
ら
の
延
長
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
延
長
線
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、 

 

深
谷
市
道
花
幹
九
号
線
の
終
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
深 

 

谷
市
道
花
支
二
―
三
百
五
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て 

 

北
東
に
進
み
、
深
谷
市
道
花
支
二
―
三
百
五
十
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら 

 

同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
深
谷
市
道
花
支
二
―
三
百
五
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、 

 

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
深
谷
市
道
花
幹
六
十
一
号
線
と
の
接
点
に
至 

 

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
一
級
河
川
荒
川
左
岸
管
理
用
道
路
と
の 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
六
号



 

接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
深
谷
市
道
花
支
三
― 

 
四
百
六
十
号
線
の
終
点
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、 

 
深
谷
市
道
花
支
三
―
四
百
六
十
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ 

 

て
北
東
に
進
み
、
一
級
河
川
荒
川
左
岸
河
川
境
界
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
左 

 

岸
河
川
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
深
谷
市
道
花
支
三
―
二
百
六
十
五
号
線
と
の
接
点 

 

 

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
深
谷
市
道
花
支
三
―
二
百
六
十 

 

四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
深
谷
市
道
花 

 

支
三
―
二
百
五
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進 

 

み
、
深
谷
市
道
花
支
三
―
三
百
七
十
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に 

 

沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
深
谷
市
道
花
支
三
―
三
百
七
十
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点 

 

 

か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
一
級
河
川
荒
川
左
岸
河
川
境
界
と
の
接
点
に
至
り
、 

 

同
地
点
か
ら
同
左
岸
河
川
境
界
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
大
里
郡
花
園
町
（
旧
）
と
同
郡
川 

 

本
町
（
旧
）
の
境
界
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
秩 

 

父
鉄
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
秩
父
鉄
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
起
点
に
至
る 

 

線
で
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
、
熊
谷
市
久
下
地
内
に
お
い
て
、
一
般
県
道
冑
山
熊
谷
線
（
旧
） 

 

と
一
級
河
川
荒
川
左
岸
河
川
境
界
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
左
岸
河
川
境 

 

界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
熊
谷
市
と
鴻
巣
市
の
境
界
と
一
級
河
川
荒
川
左
岸
堤
防
上
の 

 

管
理
用
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
鴻 

 

巣
市
道
吹
千
九
十
二
号
線
の
終
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
鴻 

 

巣
市
道
吹
千
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、 

 

鴻
巣
市
道
吹
千
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、 

 

同
市
道
の
起
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
鴻
巣
市
道
吹
千
八
号
線
と
県
道
行
田
東
松
山
線
を 

 

結
ぶ
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
二
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、 

 

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
三
十
六
号
線
と
の
交
点
に 

 

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
三
十
八
号
線
と
の
交 

 

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
同
市
道
の
終
点
に
至
り
、
同
地 

 

点
か
ら
南
に
延
長
し
た
直
線
に
沿
っ
て
進
み
、
鴻
巣
市
と
比
企
郡
吉
見
町
の
境
界
と
の
交 

 

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
鴻
巣
市
と
比
企
郡
吉
見
町
と
の
境
界
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
鴻 

 

巣
市
と
比
企
郡
吉
見
町
と
熊
谷
市
と
の
境
界
と
熊
谷
市
道
大
里
九
百
九
十
九
号
線
と
の
交 

 

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
熊
谷
市
道
大
里
九
号
線
と
の 

 

接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
一
級
河
川
荒
川
左
岸
堤
防 

 

上
の
管
理
用
道
路
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
北
西
に
進 

 

 

み
、
熊
谷
市
道
大
里
千
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西 

 

に
進
み
、
熊
谷
市
道
大
里
七
百
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ 



 

て
北
西
に
進
み
、
熊
谷
市
道
大
里
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿 

 
っ
て
北
西
に
進
み
、
一
般
県
道
冑
山
熊
谷
線
（
旧
）
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同 

 
県
道
に
沿
っ
て
北
西
の
ち
北
に
進
み
、
熊
谷
市
（
旧
）
と
大
里
郡
大
里
町
（
旧
）
と
の
境 

 

界
付
近
に
位
置
す
る
一
級
河
川
荒
川
右
岸
堤
外
管
理
用
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点 

 

 

か
ら
同
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
一
般
県
道
冑
山
熊
谷
線
（
新
）
と
の
交
点 

 

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
一
級
河
川
荒
川
左
岸
堤
外
管
理 

 

用
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
一
般 

 

県
道
冑
山
熊
谷
線
（
旧
）
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、 

 

起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
、
北
足
立
郡
吹
上
町
（
旧
）
と
鴻
巣
市
（
旧
）
と 

 

比
企
郡
吉
見
町
と
の
境
界
を
起
点
と
し
て
、
同
地
点
か
ら
鴻
巣
市
と
比
企
郡
吉
見
町
と
の 

 

境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
荒
川
と
鴻
巣
市
道
吹
千
五
十
五
号
線
を
結
ぶ
管
理
用
道
路 

 
 

 

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
管
理
用
道
路
を
北
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
五
十 

 

五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千 

 

五
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
同
市
道 

 

と
鴻
巣
市
道
吹
千
九
十
三
号
線
を
結
ぶ
管
理
用
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同 

 

管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
九
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、 

 

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
八
十
四
号
線
と
の
交
点
に 

 

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
北
足
立
郡
吹
上
町
（
旧
）
と
鴻
巣
市 

 

（
旧
）
と
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
起
点 

 

に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
、
比
企
郡
川
島
町
大
字
山
ケ
谷
戸
地
内
に
お
け
る
主
要 

 

地
方
道
川
越
栗
橋
線
と
一
級
河
川
荒
川
右
岸
堤
防
堤
内
法
下
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同 

 

地
点
か
ら
同
右
岸
堤
防
堤
内
法
下
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
川
島
町
道
二
千
三
百
七
十
七 

 

号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
同
町
道
を
北
東 

 

に
延
長
し
た
直
線
と
比
企
郡
川
島
町
と
比
企
郡
吉
見
町
と
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同 

 

境
界
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
川
島
町
道
二
千
三
百
四
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
町 

 

道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
吉
見
町
道
五
千
四
百
三
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点 

 

か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
吉
見
町
道
五
千
二
百
八
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、 

 

同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
吉
見
町
道
五
千
二
百
十
号
線
と
の
交
点
に
至 

 

り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
吉
見
町
道
五
千
百
三
十
三
号
線
と
の
交 

 

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
一
般
県
道
さ
い
た
ま
武
蔵
丘
陵 

 

森
林
公
園
自
転
車
道
線
に
隣
接
し
た
一
級
河
川
荒
川
右
岸
堤
防
堤
内
法
下
と
の
交
点
に
至 

 

 

り
、
同
地
点
か
ら
同
右
岸
堤
防
堤
内
法
下
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
主
要
地
方
道
東
松
山 

 

鴻
巣
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
比
企
郡
吉 

 

見
町
と
鴻
巣
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
鴻
巣 



 

市
道
Ｄ
百
二
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、 

 
鴻
巣
市
道
Ｄ
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、 

 
鴻
巣
市
道
Ｄ
百
十
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、 

 

鴻
巣
市
と
北
本
市
と
の
境
界
と
北
本
市
道
五
千
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か 

 

ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
北
本
市
道
五
千
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か 

 

ら
荒
川
に
向
か
う
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
北
本
市
と
比
企
郡
吉
見
町
と
の
境 

 

界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
一
級
河
川
荒
川
右
岸
堤
防
と
の 

 

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
右
岸
堤
防
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
北
本
市
と
比
企
郡
川
島 

 

町
と
の
境
界
と
北
本
市
道
四
千
百
三
十
四
号
線
を
西
へ
延
長
し
た
直
線
と
の
交
点
に
至 

 

り
、
同
地
点
か
ら
同
延
長
線
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
北
本
市
道
四
千
百
三
十
四
号
線
に
入 

 

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
北
本
市
道
百
二
十
四
号
線
と
の
交
点
に 

 

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
北
本
市
と
桶
川
市
と
の
境
界
と
桶
川 

 

市
道
六
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
主
要 

 

地
方
道
さ
い
た
ま
鴻
巣
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
に
沿
っ
て
南
東
に 

 

進
み
、
主
要
地
方
道
川
越
栗
橋
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
に
沿
っ
て 

 

西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
、
比
企
郡
川
島
町
大
字
出
丸
中
郷
地 

 

内
に
お
け
る
川
島
町
道
五
千
六
百
七
十
三
号
線
と
一
級
河
川
荒
川
右
岸
堤
防
堤
内
法
下
と 

 

の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
右
岸
堤
防
堤
内
法
下
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
川
島 

 

町
道
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
桶
川 

 

市
と
川
島
町
の
境
界
と
桶
川
市
道
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に 

 

沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
一
級
河
川
荒
川
河
道
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
河
道
に
沿
っ
て
南 

 

に
進
み
、
川
島
町
道
五
千
六
百
七
十
三
号
線
を
東
へ
延
長
し
た
直
線
と
の
交
点
に
至
り
、 

 

同
地
点
か
ら
同
延
長
線
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
川
島
町
道
五
千
六
百
七
十
三
号
線
に
入
り
、 

 

 

同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
（
二
千
二
百
二
十
六
・ 

 

三
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
指
定
猟
法 

 
 

鉛
散
弾
を
使
用
す
る
猟
法 

 
 

 

    



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
鴻
巣 

 
 

 

鴻
巣
市
北
新
宿
二
百
七 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
荷
さ
ば
き
施
設
四 

午
前
五
時
か
ら
午
前
七
時
四
十
五
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
五 

午
前
〇
時
十
五
分
か
ら
午
前
七
時
四
十
五
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
荷
さ
ば
き
施
設
四 

午
前
五
時
か
ら
午
前
九
時
三
十
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
五 

午
前
〇
時
十
五
分
か
ら
午
前
九
時
三
十
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
六
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
七
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
鴻
巣 

 
 

 

鴻
巣
市
北
新
宿
二
百
七 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役
社
長 
川
野
清
巳 

 
 

 
 

 
 

 
 

川
越
市
脇
田
本
町
一
番
地
五 

外
未
定 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役
社
長 

川
野
清
巳 

 
 

 
 

 
 

 
 

川
越
市
脇
田
本
町
一
番
地
五 

外
十
一
社 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
十
月
一
日 

二 

縦
覧
期
間 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

県立学校間ネットワークシステム等運用保守業務委託 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   契約締結日から平成24年12月31日（月）まで。ただし、翌年度以降において、

歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった場合は、当該契

約を解除する。 

 ⑷ 履行場所 

埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。また、入札金額については、履行期間全体の総価を

入力し、又は記載すること。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な

資格等に関する公示（平成20年埼玉県告示第1032号）に基づき、業種区分が「電

子計算に関する業務」のＡ等級に格付けされた者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停

止措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 



 ⑸  ＩＳＯ 27001及びプライバシーマーク等の個人情報保護に関する認定

を取得している者であること。  

 ⑹ 本件業務と同様のシステム運用業務の実績を有する者であること。 

 ⑺  本件業務について、仕様書の要求する事項を確実に履行できることを証明し

た者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問い合わせ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県教育局県

立 学 校 部 高 校 教 育 指 導 課 県 立 学 校 Ｉ Ｔ 推 進 担 当  米 村 、 山 本  電 話

048-830-6625（直通） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「発注情

報等の閲覧」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から平成22年12月９日（木）午前10時30

分まで 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から平成22年12月８日（水）午後５時

まで 

なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から平成22年12月９日（木）午前10時

まで 

 ⑷ 開札の場所及び日時 

   埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課 平成22年12月９日（木）午前11時 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 



 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で平成22年11月26日（金）午後５時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出

した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、本県

所定の競争入札参加資格審査申請書に必要事項を記入した上、必要な書類を添

付して、平成22年11月22日（月）までに埼玉県総務部入札審査課入札参加資格



審査担当（〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話

048-830-5775（直通））へ提出すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な請求書を受理した日から30日以内に当該委託料を受

注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

 ⑴ Nature of Services Required: 

Consignation of the management services in regard to the Computer 

Network System for the Saitama Prefectural Education Bureau and 

Prefectural Schools. 

 ⑵ Deadline for Submissions:  

By electronic bidding: 10:30 a.m., December 9, 2010. 

By registered mail: 5:00 p.m., December 8, 2010. 

In person: 10:00 a.m., December 9, 2010. 

 ⑶ Contact Information: 

High School Education Management Division , Prefectural School 

Department, Education Bureau, Saitama Prefectural Government. 

Takasago 3-15-1, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama-ken 330-9301, 

Tel. 048-830-6625 
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１  調達内容 

(1) 購入等件名及び数量 

自動免疫測定装置賃貸借及び自動免疫測定装置用検査試薬の調達 

数量は仕様書のとおり。 

(2) 調達案件の仕様等 

入札説明書及び仕様書による。 

(3) 履行期間 

ア 自動免疫測定装置賃貸借 平成 23 年３月１日から平成 28 年２月 29 日ま

で 

イ 自動免疫測定装置用検査試薬調達 平成 23 年３月１日から平成 23 年３月

31 日まで 

(4) 納入場所 

埼玉県立循環器・呼吸器病センター、埼玉県立がんセンター及び埼玉県立小

児医療センター 

(5) 入札方法 

本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送（書

留郵便に限る）又は持参による入札も認める。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった金額の105分の100に相当する金額を入札

書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない

者であること。 

(2) 物品の買入れ等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な

資格等に関する公示（平成20年埼玉県告示第1032号）に基づき、業種区分「物

品の販売」及び「物品の賃貸」の両方についてＡ等級に格付けされた者である

こと。 

(3) 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停



止措置を受けていない者であること。 

(4) 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

(5) 過去２年間に200床以上の病院に検査試薬を納品した実績を有し、検査試薬

の納品や機器の修繕等を速やかに行える者であること。 

３  入札書の提出場所等 

(1) 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約事務に関する問い合わせ先 

〒330－0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和５－６－５ 

埼玉県病院局経営管理課  医事・共同購入担当 數藤(すどう)・原田 

電話048－822－1748（直通） ファクシミリ048－822－1754 

(2) 仕様に関する問い合わせ先 

 ア 埼玉県立循環器・呼吸器病センター分 

〒360－0105 埼玉県熊谷市板井 1696 

埼玉県立循環器・呼吸器病センター 検査技術部長 丸山 

電話 048-536-9900 ファクシミリ 048-536-9920 

イ 埼玉県立がんセンター分 

〒362－0806 埼玉県伊奈町小室 818 

埼玉県立がんセンター 検査技術部長 長谷川 

電話 048-722-1111 ファクシミリ 048－722－1129 

 ウ 埼玉県立小児医療センター分 

〒339－8551 埼玉県さいたま市岩槻区馬込2100 

埼玉県立小児医療センター 検査技術部長 飯田 

電話048－758－1811 ファクシミリ048－758－1818 

(3) 入札説明書及び仕様書の交付方法 

ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「発注情

報等の閲覧」からダウンロードすること。 

イ 紙媒体による場合 

上記(1)の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

(4) 入札説明会 

なし。 

(5) 入札書の受付期間 



 ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

競争入札参加資格の確認を得た日から平成22年12月７日（火）午後２時ま

で 

イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

競争入札参加資格の確認を得た日から平成22年12月６日（月）午後５時ま

で（必着） 

なお、郵送の場合は、書留郵便によること。 

(6) 開札の場所及び日時 

埼玉県病院局経営管理課 平成22年12月７日（火）午後２時15分 

なお、開札への立会いは不要とする。 

４  その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 

入札者は、入札説明書に示す入札保証金の対象範囲に対して見積もった金

額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じた額を納付するものとする。

ただし、埼玉県病院事業財務規程（平成14年埼玉県病院事業管理規程第４号。

以下「財務規程」という。）第134条第２項の規定に該当する場合は、免除

する。 

イ 契約保証金 

契約の相手方は、契約金額又は調達見込金額に契約保証金の率（100分の

10以上）を乗じた額を納付するものとする。ただし、財務規程第118条第２

項の規定に該当する場合は、免除する。 

(3) 入札者に要求される事項 

この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で平成22年11月22日（月）午後５時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出

した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

イ 紙媒体の書類を上記３(1)の提出場所に郵送し、又は持参する。なお、郵

送の場合は、書留郵便によること。 

(4) 入札の無効 

次に掲げる入札書は、無効とする。 



ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

ウ 財務規程第139条又は埼玉県病院事業の物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める規程（平成14年埼玉県病院事業管理規程第９号）第９条の規定

に該当する入札書 

(5) 契約書作成の要否 

要 

(6) 落札者の決定方法 

財務規程第136条に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価

格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

(7) 手続における交渉の有無 

無 

(8) 競争入札参加資格の付与 

上記２(2)に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、本

県所定の競争入札参加資格審査申請書に必要事項を記入した上、必要な書類を

添付して、平成22年11月22日（月）までに埼玉県総務部入札審査課入札参加資

格審査担当（〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話

048-830-5775（直通））へ提出すること。 

(9) 支払条件 

発注者は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を受注者

に支払うものとする。 

(10) その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５  Summary 

(1) Nature of Services Required: 

Clinical Chemical Analysis Systems and Reagents 

(2) Time-limit for tender:  

2:00 p.m., December 7, 2010 (bidding by registered mail must be received 

by 5:00 p.m., December 6, 2010) 

(3) Contact Infomation: 

Hospital Management Division,Prefectural Hospitals Bureau,  

Saitama Prefectural Government,Kitaurawa 5-6-5,Urawa-ku, Saitama-shi, 

Saitama-ken 330-0074 Japan,Telephone: 048-822-1748 
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１  調達内容 

(1) 購入等件名及び数量 

自動細胞解析分取システム  一式 

(2) 調達案件の仕様等 

入札説明書及び仕様書による。 

(3) 納入期限 

平成23年３月25日（金）まで 

(4) 履行場所 

埼玉県立がんセンター 

(5) 入札方法 

本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送（書

留郵便に限る）又は持参による入札も認める。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった金額の105分の100に相当する金額を入札

書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない

者であること。 

(2) 物品の買入れ等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な

資格等に関する公示（平成20年埼玉県告示第1032号）に基づき、業種区分「物

品の販売」のＡ等級に格付けされた者であること。 

(3) 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停

止措置を受けていない者であること。 

(4) 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

３  入札書の提出場所等 

(1) 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場



所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約事務に関する問い合わせ先 

〒330－0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和５－６－５ 

埼玉県病院局経営管理課  医事・共同購入担当 數藤(すどう)・原田 

電話048－822－1748（直通） ファクシミリ048－822－1754 

(2) 仕様に関する問い合わせ先 

〒362－0806 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 818 

埼玉県立がんセンター用度担当  関口  

電話048－722－1111 ファクシミリ048－722－1129 

(3) 入札説明書及び仕様書の交付方法 

ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「発注情

報等の閲覧」からダウンロードすること。 

イ 紙媒体による場合 

上記(1)の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

(4) 入札説明会 

なし。 

(5) 入札書の受付期間 

 ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

競争入札参加資格の確認を得た日から平成22年12月７日（火）午前11時ま

で 

イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

競争入札参加資格の確認を得た日から平成22年12月６日（月）午後５時ま

で（必着） 

なお、郵送の場合は、書留郵便によること。 

(6) 開札の場所及び日時 

埼玉県病院局経営管理課 平成22年12月７日（火）午前11時15分 

なお、開札への立会いは不要とする。 

４  その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 

入札者は、見積もった金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じた

額を納付するものとする。ただし、埼玉県病院事業財務規程（平成14年埼玉



県病院事業管理規程第４号。以下「財務規程」という。）第134条第２項の

規定に該当する場合は、免除する。 

イ 契約保証金 

契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた

額を納付するものとする。ただし、財務規程第118条第２項の規定に該当す

る場合は、免除する。 

(3) 入札者に要求される事項 

この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で平成22年11月22日（月）午後５時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出

した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

(4) 入札の無効 

次に掲げる入札書は、無効とする。 

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

ウ 財務規程第139条又は埼玉県病院事業の物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める規程（平成14年埼玉県病院事業管理規程第９号）第９条の規定

に該当する入札書 

(5) 契約書作成の要否 

要 

(6) 落札者の決定方法 

財務規程第136条に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価

格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

(7) 手続における交渉の有無 

無 

(8) 競争入札参加資格の付与 

上記２(2)に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、本

県所定の競争入札参加資格審査申請書に必要事項を記入した上、必要な書類を

添付して、平成22年11月22日（月）までに埼玉県総務部入札審査課入札参加資

格審査担当（〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話

048-830-5775（直通））へ提出すること。 

(9) 支払条件 



発注者は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を受注者

に支払うものとする。 

(10) その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５  Summary 

(1) Nature and quantity of the products to be purchased :  

Automatic cell sorting system 

(2) Time-limit for tender: 

11:00 a.m., December 7, 2010 (bidding by registered mail must be received 

by 5:00 p.m., December 6, 2010) 

(3) Contact Infomation: 

Hospital Management Division,Prefectural Hospitals Bureau,  

Saitama Prefectural Government,Kitaurawa 5-6-5,Urawa-ku, Saitama-shi, 

Saitama-ken 330-0074 Japan,Telephone: 048-822-1748 
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